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１  主な関係法令 

・介護保険法（平成9年法律第123号）

 ・介護保険法施行令（平成10年政令第412号）

 ・介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）

【居宅介護支援】

国の基準省令指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 

（平成11年厚生省令第38号）

⇒平成２６年度から

◎岡山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

（平成26年市条例第31号）

◎岡山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

（岡山市規則第44号）

国の基準省令の解釈通知指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について 

（平成11年老企第22号）

⇒平成２６年度から

◎介護保険法に基づき条例で規定された指定居宅介護支援等の基準等について

（平成26年岡事指第１５６２－１号）

報酬告示他

・指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第20号）

・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養

管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定

に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成12年老企第36号）

・介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について（平成11年老企第29号） 

 ・退院・退所加算に係る様式例（平成21年老振発第0313001号）

【介護予防支援】

国の基準省令指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生省令第37号）

⇒平成２６年度から

◎岡山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成26年市条例第32号）

 ◎岡山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則（岡山市規則第45号）

国の基準省令の解釈通知 

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準について（平成 18 年老振発第 0331003 号）

⇒平成２６年度から

◎介護保険法に基づき条例で規定された指定介護予防支援等の基準等について

（平成26年岡事指第１５６２－２号）
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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について 

（平成11年7月29日老企第22号） ※平成２７年４月改正を反映したもの

第２ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 （抜粋）

１ 基本方針

 介護保険制度においては、要介護者である利用者に対し、個々の解決すべき課題、その心

身の状況や置かれている環境等に応じて保健・医療・福祉にわたる指定居宅サービス等が、

多様なサービス提供主体により総合的かつ効率的に提供されるよう、居宅介護支援を保険給

付の対象として位置付けたものであり、その重要性に鑑み、保険給付率についても特に10割

としているところである。

 基準第１条の２第１項は、「在宅介護の重視」という介護保険制度の基本理念を実現する

ため、指定居宅介護支援の事業を行うに当たってのもっとも重要な基本方針として、利用者

からの相談、依頼があった場合には、利用者自身の立場に立ち、常にまず、その居宅におい

て日常生活を営むことができるように支援することができるかどうかという視点から検討

を行い支援を行うべきことを定めたものである。

 このほか、指定居宅介護支援の事業の基本方針として、介護保険制度の基本理念である、

高齢者自身によるサービスの選択、保健・医療・福祉サービスの総合的、効率的な提供、利

用者本位、公正中立等を掲げている。介護保険の基本理念を実現する上で、指定居宅介護支

援事業者が極めて重要な役割を果たすことを求めたものであり、指定居宅介護支援事業者は、

常にこの基本方針を踏まえた事業運営を図らなければならない。

２ 人員に関する基準

 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所に介護支援専門員を配置しなければ

ならないが、利用者の自立の支援及び生活の質の向上を図るための居宅介護支援の能力を十

分に有する者を充てるよう心がける必要がある。

(1)介護支援専門員の員数

 介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業所ごとに必ず１人以上を常勤で置くこととされ

ており、常勤の考え方は(3)の①のとおりである。常勤の介護支援専門員を置くべきことと

したのは、指定居宅介護支援事業所の営業時間中は、介護支援専門員は常に利用者からの相

談等に対応できる体制を整えている必要があるという趣旨であり、介護支援専門員がその業

務上の必要性から、又は他の業務を兼ねていることから、当該事業所に不在となる場合であ

っても、管理者、その他の従業者等を通じ、利用者が適切に介護支援専門員に連絡が取れる

体制としておく必要がある。

 なお、介護支援専門員については、他の業務との兼務を認められているところであるが、

これは、居宅介護支援の事業が、指定居宅サービス等の実態を知悉する者により併せて行わ

れることが効果的であるとされる場合もあることに配慮したものである。

 また、当該常勤の介護支援専門員の配置は利用者の数35人に対して１人を基準とするもの

であり、利用者の数が35人又はその端数を増すごとに増員することが望ましい。ただし、当

該増員に係る介護支援専門員については非常勤とすることを妨げるものではない。

 また、当該非常勤の介護支援専門員に係る他の業務との兼務については、介護保険施設に

置かれた常勤専従の介護支援専門員との兼務を除き、差し支えないものであり、当該他の業

務とは必ずしも指定居宅サービス事業の業務を指すものではない。
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(2)管理者 

 指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者は、介護支援専門員であって、専ら管理者の職務に従

事する常勤の者でなければならないが、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従

事する場合及び管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定居

宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。）は必ずしも専ら管理者の職務に従事する常勤

の者でなくても差し支えないこととされている。この場合、同一敷地内にある他の事業所とは、必

ずしも指定居宅サービス事業を行う事業所に限るものではなく、例えば、介護保険施設、病院、診

療所、薬局等の業務に従事する場合も、当該指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない限り認め

られるものである。 

 指定居宅介護支援事業所の管理者は、指定居宅介護支援事業所の営業時間中は、常に利用

者からの利用申込等に対応できる体制を整えている必要があるものであり、管理者が介護支

援専門員を兼務していて、その業務上の必要性から当該事業所に不在となる場合であっても、

その他の従業者等を通じ、利用者が適切に管理者に連絡が取れる体制としておく必要がある。 

 また、例えば、訪問系サービスの事業所において訪問サービスそのものに従事する従業者との兼

務は一般的には管理者の業務に支障があると考えられるが、訪問サービスに従事する勤務時間が限

られている職員の場合には、支障がないと認められる場合もありうる。また、併設する事業所に原

則として常駐する老人介護支援センターの職員、訪問介護、訪問看護等の管理者等との兼務は可能

と考えられる。なお、介護保険施設の常勤専従の介護支援専門員との兼務は認められないものであ

る。 

 

(3)用語の定義 

 「常勤」及び「専らその職務に従事する」の定義はそれぞれ次のとおりである。 

 

①「常勤」 
 当該事業所における勤務時間（当該事業所において、指定居宅介護支援以外の事業を行っている

場合には、当該事業に従事している時間を含む。）が、当該事業所において定められている常勤の

従業者が勤務すべき時間数（週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする。）に達していること

をいうものである。ただし、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する

法律（平成３年法律第76号）第23条第１項に規定する所定労働時間の短縮措置が講じられている者

については、利用者の処遇に支障がない体制が事務所として整っている場合は、例外的に常勤の従

業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱うことを可能とする。 

また、同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務

と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、その勤務時間が常勤の

従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。例えば、

同一の事業者によって指定訪問介護事業所が併設されている場合、指定訪問介護事業所の管理者と

指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間が所定の時間に達していれば、

常勤要件を満たすこととなる。 

 

②「専らその職務に従事する」 

 原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうもの

である。 

 

③「事業所」 

 事業所とは、介護支援専門員が居宅介護支援を行う本拠であり、具体的には管理者がサービスの

利用申込の調整等を行い、居宅介護支援に必要な利用者ごとに作成する帳簿類を保管し、利用者と

の面接相談に必要な設備及び備品を備える場所である。 
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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅

療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の

額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 

（平成12年3月1日老企第36号）※平成２７年４月改正を反映したもの  

 

第２ 居宅サービス単位数表（訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及び福祉用具

貸与費に係る部分に限る。）に関する事項 

 

１ 通則 （抜粋） 

(1)算定上における端数処理について 

 ①単位数算定の際の端数処理 

   単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何らかの割合を乗ずる

計算に限る。）を行う度に、小数点以下の端数処理（四捨五入）を行っていくこととす

る。つまり、 絶えず整数値に割合を乗じていく計算になる。 

(例） ・・・  （省略）  ・・・ 

 ②金額換算の際の端数処理 

   算定された単位数から金額に換算する際に生ずる１円未満（小数点以下）の端数につ

いては「切り捨て」とする。 

(例） ・・・  （省略）  ・・・ 

 

(2)サービス種類相互の算定関係について 

 特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護若しくは地域密着型特定施設入

居者生活介護を受けている間については、その他の指定居宅サービス又は指定地域密着型サ

ービスに係る介護給付費（居宅療養管理指導費を除く。）は算定しないものであること。た

だし、特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護の提供に必要がある場合に、

当該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の居宅サービス又は地域密着型サ

ービスを利用させることは差し支えないものであること。また、短期入所生活介護又は短期

入所療養介護を受けている間については、訪問介護費、訪問入浴介護費、訪問看護費、訪問

リハビリテーション費、通所介護費及び通所リハビリテーション費並びに定期巡回・随時対

応型訪問介護看護費、夜間対応型訪問介護費、認知症対応型通所介護費、小規模多機能型居

宅介護費及び複合型サービス費は算定しないものであること。 

 また、同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合は、訪問サービスの所定

単位数は算定できない。例えば、利用者が通所サービスを受けている時間帯に本人不在の居

宅を訪問して掃除等を行うことについては、訪問介護の生活援助として行う場合は、本人の

安否確認・健康チェック等も合わせて行うべきものであることから、訪問介護（生活援助が

中心の場合）の所定単位数は算定できない。（利用者不在時の訪問サービスの取扱いについ

ては、当該時間帯に通所サービスを利用するかにかかわらず、同様である。） 

 なお、福祉用具貸与費については、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている

者についても算定が可能であること。 

 

(3)施設入所日及び退所日等における居宅サービスの算定について 

 介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の退所（退院）日又は短期入所療養介護のサー

ビス終了日（退所・退院日）については、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療

養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できない。訪問介護等の福祉系サービス

は別に算定できるが、施設サービスや短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリテーショ
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ンを行えることから、退所（退院日）に通所介護サービスを機械的に組み込むといった居宅

サービス計画は適正でない。 

 また、入所（入院）当日であっても当該入所（入院）前に利用する訪問通所サービスは別

に算定できる。ただし、入所（入院）前に通所介護又は通所リハビリテーションを機械的に

組み込むといった居宅サービス計画は適正でない。 

 また、施設入所（入院）者が外泊又は介護保健施設若しくは経過的介護療養型医療施設の

試行的退所を行っている場合には、外泊時又は試行的退所時に居宅サービスは算定できない。 

 

(4)同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用した場合の取扱いについて 

 利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則とする。ただし、訪問

介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問リハビリテーションを、同一利用者が同一時間帯に利

用する場合は、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介

護のために必要であると認められる場合に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所

定単位数が算定される。例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合に、適切なアセス

メント（利用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のそ

の置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自

立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することを

いう。以下同じ。）を通じて、利用者の心身の状況や介護の内容から同一時間帯に訪問看護

を利用することが必要であると判断され、30分以上1時間未満の訪問介護（身体介護中心の

場合）と訪問看護（指定訪問看護ステーションの場合）を同一時間帯に利用した場合、訪問

介護については３８８単位、訪問看護については８１４単位がそれぞれ算定されることとな

る。 

 

(5)複数の要介護者がいる世帯において同一時間帯に訪問サービスを利用した場合の取扱い

について 

 それぞれに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計画上に位置づける。例えば、要介

護高齢者夫婦のみの世帯に100分間訪問し、夫に50分の訪問介護（身体介護中心の場合）、

妻に50分の訪問介護（身体介護中心の場合）を提供した場合、夫、妻それぞれ３８８単位ず

つ算定される。ただし、生活援助については、要介護者間で適宜所要時間を振り分けること

とする。 

 

(6)訪問サービスの行われる利用者の居宅について 

 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーションは、介護保険法（平成9年

法律第123号）第８条の定義上、要介護者の居宅において行われるものとされており、要介

護者の居宅以外で行われるものは算定できない。例えば、訪問介護の通院・外出介助につい

ては、利用者の居宅から乗降場までの移動、バス等の公共交通機関への乗降、移送中の気分

の確認、（場合により）院内の移動等の介助などは要介護者の居宅以外で行われるが、これ

は居宅において行われる目的地（病院等）に行くための準備を含む一連のサービス行為とみ

なし得るためである。居宅以外において行われるバス等の公共交通機関への乗降、院内の移

動等の介助などのサービス行為だけをもってして訪問介護として算定することはできない。 

 

(7)「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について 

 ① 加算の算定要件として「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準｣の活用について」

（平成５年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)に規定する「認知症高齢者

の日常生活自立度」(以下「日常生活自立度」という。)を用いる場合の日常生活自立度の
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決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書(以下この号において「判定結果」

という。)を用いるものとする。 

 ② ①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は各サービス

のサービス計画に記載するものとする。また、主治医意見書とは、「要介護認定等の実施

について」(平成21年9月30日老発0930第５号厚生労働省老健局長通知)に基づき、主治医

が記載した同通知中「3 主治医の意見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「3．心身

の状態に関する意見 (1)日常生活の自立度等について・認知症高齢者の日常生活自立度」

欄の記載をいうものとする。なお、複数の判定結果がある場合にあっては、最も新しい判

定を用いるものとする。  

 ③ 医師の判定が無い場合(主治医意見書を用いることについて同意が得られていない場

合を含む。)にあっては、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入

した同通知中「2(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票(基本調査)」

７の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。 
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指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の

留意事項について 

（平成18年3月17日老計発第0317001号･老振発第0317001号･老老発第0317001号） 

※平成２７年４月改正を反映したもの  

 

第２ 指定介護予防サービス単位数表に関する事項 

１ 通則 （抜粋） 

(1)算定上における端数処理について （省略） 

(2)サービス種類相互の算定関係について 

 介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護費を受けてい

る間については、その他の指定介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費（介

護予防居宅療養管理指導費を除く。）は算定しないものであること。ただし、指定介護予防

特定施設入居者生活介護の提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担により、その利

用者に対してその他の介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用させるこ

とは差し支えないものであること。また、介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所

療養介護を受けている間については、介護予防訪問介護費、介護予防訪問入浴介護費、介護

予防訪問看護費、介護予防訪問リハビリテーション費、介護予防通所介護費及び介護予防通

所リハビリテーション費並びに介護予防認知症対応型通所介護費及び介護予防小規模多機

能型居宅介護費は算定しないものであること。 

 なお、介護予防福祉用具貸与費については、介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期

入所療養介護を受けている者についても算定が可能であること。 

 

(3)退所日等における介護予防サービス費の算定について 

 介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）については、介護予防訪問

看護費、介護予防訪問リハビリテーション費、介護予防居宅療養管理指導費及び介護予防通

所リハビリテーション費は算定できない。介護予防訪問介護等の福祉系サービスは別に算定

できるが、介護予防短期入所サービスにおいても機能訓練やリハビリテーションを行えるこ

とから、退所（退院日）に介護予防通所介護を機械的に組み込むといった介護予防サービス

計画は適正でない。 

なお、入所（入院）当日であっても当該入所（入院）前に利用する介護予防訪問通所サー

ビスは別に算定できる。ただし、入所（入院）前に介護予防通所介護又は介護予防通所リハ

ビリテーションを機械的に組み込むといった介護予防サービス計画は適正でない。 

 

(4)同一時間帯に複数種類の介護予防訪問サービスを利用した場合の取扱いについて 

 利用者は同一時間帯にひとつの介護予防訪問サービスを利用することを原則とする。ただ

し、介護予防訪問介護と介護予防訪問看護、又は介護予防訪問介護と介護予防訪問リハビリ

テーションを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や介護の内

容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要であると認められる場合に限り、

それぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定される。 

 

(5)介護予防訪問サービスの行われる利用者の居宅について 

 介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテ

ーションは、介護保険法(平成9年法律第123号)第８条の２の定義上、要支援者の居宅におい

て行われるものとされており、要支援者の居宅以外で行われるものは算定できない。 
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医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に

関連する事項等について（平成18年4月28日老老発第0428001号･保医発第0428001号） 

 

第４ 医療保険における在宅医療と介護保険における指定居宅サービス等に関する留意事項 

 （抜粋） 

10 リハビリテーションに関する留意事項について 

要介護被保険者等である患者に対して行うリハビリテーションは、同一の疾患等について、

医療保険における心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、

運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料（以下「医療保険における疾

患別リハビリテーション料」という。）を算定するリハビリテーション（以下「医療保険に

おける疾患別リハビリテーション」という。）を行った後、介護保険における訪問リハビリ

テーション若しくは通所リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーション若しく

は介護予防通所リハビリテーション（以下「介護保険におけるリハビリテーション」という。）

に移行した日以降は、当該リハビリテーションに係る疾患等について、手術、急性増悪等に

より医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定する患者に該当することとなっ

た場合を除き、医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できない。 

 ただし、医療保険における疾患別リハビリテーションを実施する施設とは別の施設で介護

保険におけるリハビリテーションを提供することになった場合には、一定期間、医療保険に

おける疾患別リハビリテーションと介護保険のリハビリテーションを併用して行うことで

円滑な移行が期待できることから、必要な場合（介護老人保健施設の入所者である場合を除

く。）には、診療録及び診療報酬明細書に「医療保険における疾患別リハビリテーションが

終了する日」を記載し、当該終了する日前の２月間に限り、同一の疾患等について介護保険

におけるリハビリテーションを行った日以外の日に医療保険における疾患別リハビリテー

ション料を算定することが可能である。ただし、当該終了する日前の１月間に算定できる疾

患別リハビリテーション料は１月７単位までとする。 

 また、医療保険における疾患別リハビリテーションが終了する日として最初に設定した日

以降については、原則どおり、同一の疾患等について医療保険における疾患別リハビリテー

ション料は算定できないものであるので留意すること。 
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報酬告示他 

・指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚労省告示第129号） 

 ・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意

事項について（平成18年老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号：

別紙１） 

 

 

 

 

 

※国の法令･通知等は、次の文献、ホームページ等でご確認ください。 
 文献： 介護報酬の解釈 １単位数表編（発行：社会保険研究所）･･･青本 

     介護報酬の解釈 ２指定基準編（発行：社会保険研究所）･･･赤本 

介護報酬の解釈３ＱＡ・法令編（発行：社会保険研究所）･･･緑本 

 

 ホームページ： 

 ・厚生労働省 法令等データベースシステム 

   http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/ 
 ・厚生労働省 平成２７年度介護報酬改定について 

   http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080101.html 

・厚生労働省 介護サービス関係Ｑ＆Ａ 

   http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/index_qa.html 

 ・総務省 法令データ提供システム 

   http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi 

・岡山市の条例、規則、通知 

  http://www.city.okayama.jp/hohuku/jigyousyasidou/jigyousyasidou_00148.html 
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 ２  介護サービス事業所の指定更新について  

■ 指定（許可）の更新制度について

平成 18 年４月１日の介護保険法の改正で、介護サービス事業所・施設の指定（許可）更新の制

度が設けられました。

  指定（許可）の有効期間満了日後も引き続き事業所・施設の運営を行う場合は、一定期間（６年）

毎に介護保険法の規定に基づく指定(許可）の更新を受ける必要があり、当該更新を受けない場合

は、指定（許可）の効力を失い、当該満了日の経過をもって事業所・施設の継続をすることができ

なくなりますので、ご注意ください。

■ 対象となる事業所・施設

１ 全ての指定介護サービス（指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定介護予防サ

ービス事業所、指定介護保険施設）事業者が対象となります。

２ ただし、介護保険法第７１条、第７２条、１１５条の１１及び介護保険法施行法第４条の規定に

より、指定があったものとみなされた事業所については、更新手続きの必要はありません。

①病院等において、保険医療機関若しくは保険薬局の指定によるみなし指定の事業所（医療みなし

指定の訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリテーション（診療

所・病院））

②介護老人保健施設の許可によるみなし指定の短期入所療養介護及び通所リハビリテーション

③介護療養型医療施設の指定によるみなし指定の短期入所療養介護

＊上記、②、③については、原則として、本体施設（介護老人保健施設、介護療養型医療施設）

の指定(許可）更新手続きを行うことで居宅サービス等のみなし指定が行われることとなりま

す。

また、指定を受けない場合は、「指定を不要とする旨の申出書」が必要です。

３ 同一事業所で複数のサービスの更新を申請する場合は、サービス毎に指定更新を受ける必要があ

ります。

■ 指定（許可）更新に必要となる書類

 岡山市事業者指導課ホームぺージに各サービス毎に「申請の手引き」及び「申請書・各種様式」を

掲載していますので、ご確認の上、必要書類を作成してください。

■ 指定(許可）更新手続きのスケジュール

１ 通常の場合の例

指定年月日 指定有効期間満了日 更新のお知らせ 書類提出期限

平成 22 年 5 月 1 日 平成 28 年 4 月 30 日 平成 28 年 1 月中に発送 平成 28 年 3 月 31 日

平成 22 年 12 月 1 日 平成 28 年 11 月 30 日 平成 28 年 8 月中に発送 平成 28年 10月 31日

平成 23 年 3 月 1 日 平成 29 年 2 月 28 日 平成 28年 11月中に発送 平成 29 年１月 31 日

・ 岡山市から「申請すべき月」の前々月中を目途に、指定更新についての「お知らせ」を各事業所

等に送付する。

・ 事業者は「お知らせ」で指定した期日までに、指定更新に係る申請書類を岡山市事業者指導課へ

提出する。

２ 更新の「お知らせ」についての留意事項

 更新のお知らせは、市に届け出している事業所（又は事業者）所在地へお送りしますが、市への

事業所等の移転の届け出を行っていない場合等の事情により、届かない場合もあります。

 この場合でも、更新の手続きを行わないと有効期間の満了により指定の効力を失うこととなるの

で各事業者において十分留意してください。
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３ 事業運営上の留意事項 

第１ 基本方針（基準条例第４条）

 (基準の性格)

 基準は、指定居宅介護支援の事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基準

を定めたものであり、指定居宅介護支援事業者は、基準を充足することで足りるとする

ことなく常にその事業の運営の向上に努めなければならないものである。

 ×提供される居宅サービス等が特定の事業者に不当に偏っている。

（ポイント）

・居宅介護支援事業者は、利用者自身による自由なサービス選択の幅を広げるため、当

該利用者が居住する地域の指定居宅サービス事業者等に関するサービス内容、利用料

等の情報を適正に利用者又その家族に対して提供するものとし、情報提供等の資料や

手段等を整備しておくこと。

（例）

・通常の事業実施地域の居宅サービス事業所一覧等を配布、提示

・介護サービス情報の公表結果を活用

・他事業所のパンフレット等を提示、配布

第２ 人員に関する基準（基準条例第５条～）

１ 介護支援専門員

×介護支援専門員の配置数が不足している。

（ポイント）

・常勤の介護支援専門員を１人以上配置すること。

・常勤の介護支援専門員の配置は利用者の数35人に対して1人を基準とし、利用者の数

が３５人又はその端数を増すごとに増員すること。

 ※ただし、増員に係る介護支援専門員は非常勤でも可。

・介護支援専門員証の有効期間を確認すること。

×雇用契約書又は労働条件通知書等により、当該事業所管理者の指揮命令下にあること及

び職務の内容が明確にされていない。

（ポイント）

・常勤・非常勤を問わず、労働契約の締結に際し、従業者に賃金、労働条件（雇用 

 期間、就業場所、従事する業務（兼務の職務）、勤務時間等）を明示すること。

(労働基準法第15条)

・法人代表、役員が管理者、介護支援専門員となる場合も、就業場所、従事する業

務、勤務時間等を明らかにすること。
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２ 管理者  

 ×管理者が常勤・専従の要件を満たしていない。  

 ×管理者が行っている介護支援専門員としての業務が、管理者の本来業務の遂行に支障を

生じさせている。  

  ×管理者が、実際には、管理業務全般を他の従業者に任せて管理しておらず、届出上のみ

管理者となっている。  
 

（ポイント）  

・管理者は、介護支援専門員であって、専らその職務に従事する常勤の者であることが原則。 

 ただし管理上支障がない場合は、(1)又は(2)との兼務可。  

 (1)当該事業所の介護支援専門員の職務  

 (2)同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務。  

 ※兼務する職務が当該事業所の管理業務と同時並行的に行えない場合は不可。  

 ※訪問系サービスの従業者、介護保険施設の常勤専従の介護支援専門員との兼務は不可。 

 
 

第３ 運営に関する基準  

 

 １ 内容及び手続の説明及び同意（基準条例第７条）  

 ×「重要事項説明書」の記載事項が不十分。  

 ×苦情相談を受ける窓口として、事業所の通常の事業の実施地域内の市町村の窓口や岡山

県国民健康保険団体連合会などの記載がない。  

 ×記載内容が、現状の体制と異なっている。  

 ×利用料（居宅介護支援費・加算）に関する記載がない。  

 ×重要事項の説明を行っていない。  
 

（ポイント） 

・「重要事項説明書」は、利用申込者が事業所を選択するために重要な事項を説明するため 

 のものであるので、あらかじめ当該説明書を交付し、重要事項の説明を行うこと。 

・利用申込者等がサービス提供を希望する場合に同意を文書により得ること。 
 
 

 ×「重要事項説明書」と「運営規程」の記載（営業日・営業時間、通常の事業の実施地域、

サービス提供の内容など）が相違している。  
 

 （ポイント）  

 ・「運営規程」の内容を基本にして作成し、事業の実態とも整合していること。  

  ※運営規程の内容を変更する場合は、別途、変更届が必要。  

 
 

 ２ 提供拒否の禁止（基準条例第８条）  

 ×正当な理由なくサービスの提供を拒んでいる。  

 ×利用者に十分な説明を行うことなく、事業者の都合により事業所を変更させている。  
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 （ポイント）  

 ・正当な理由とは、次のような場合等である。  

  （１）事業所の現員では対応しきれない場合。  

  （２）利用申込者の居住地が通常の事業の実施地域外である場合。  

  （３）利用申込者が他の居宅介護支援事業所にも併せて依頼している場合。  

 ・受け入れができない場合は他の居宅介護支援事業所の紹介等を行うこと。  
 
 
 ３ 利用料等の受領（基準条例第13条） 

 ×通常の事業の実施地域内の利用者から交通費（駐車料金等）の支払いを受けている。  

 ×運営規程に定めのない交通費、その他利用料の支払いを受けている。  
 

 （ポイント） 

 ・通常の事業の実施地域以外の居宅を訪問して居宅介護支援を行う場合に、交通費の支払を

受けることができる。 

 ・交通費の支払いを受ける事業所は、運営規程に料金を明確に規定しておくこと。 

 ・交通費の支払いを受けることについて、あらかじめ説明を行い、利用者の同意を得ること。 
 
 

 ４ 居宅介護支援の具体的取扱方針（基準条例第16条）  

（１）介護支援専門員による居宅サービス計画の作成（基準条例第16条第１号）  

 ×指定居宅介護支援の主要な業務（アセスメント、居宅サービス計画の作成、サービス担

当者会議の開催、モニタリング）を介護支援専門員以外の者が行っている。  
 
 

 （ポイント）  
  ・※無資格者にサービス提供させたとして、取消処分の事例有り。  

 
 

（２）総合的な居宅サービス計画の作成（基準条例第16条第４号）  

 ×介護給付対象以外のサービスが居宅サービス計画に位置付けられていない。  
 

 （ポイント） 

 ・保健医療サービス、福祉サービス、家族や地域等インフォーマルな支援を含めた、総合的

な計画となるよう努めること。 

 ※サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホーム等に入居している場合は、居住住宅

独自のサービスについても把握し、プランに位置づけることが望ましい。 
 
 

（３）課題分析の実施（基準条例第16条第６号）  

 ×アセスメントの内容（項目）が不十分である。 
 

 （ポイント） 

・利用者の解決すべき課題の把握にあたっては、「課題分析標準項目」の全項目について実施

し、記録しておくこと。またアセスメントのまとめを適切に行い、解決すべき課題を明確に

すること。 
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 ・居宅サービス計画の変更時には、新規作成時と同様、再アセスメントを行うこと。 

※生活援助を位置付ける場合は、ＩＡＤＬの課題分析をしっかり行うこと。 

 
 

（４）課題分析における留意点（基準条例第16条第７号）  

 ×利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行ったことを記録していない。 

 ×アセスメントの結果について記録がない。 
 

 （ポイント） 

 ・利用者の生活環境を把握する観点からも、アセスメントは利用者の居宅で行うことが必要である。

 ・利用者及びその家族と面接して行うこと。 

 
 
（５）居宅サービス計画原案の作成（基準条例第16条第８号）  

 ×長期目標と短期目標が同一の表現である。  

 ×長期目標と短期目標の期間が全く同じである。 

 ×アセスメントの結果、把握された利用者の希望・目標や解決すべき課題と、居宅サービ

ス計画に記載されたサービスの具体的な内容が合っていない。 

 ×通所介護で入浴介助加算や個別機能訓練加算を算定しているが、居宅サービス計画書

（２表）にその内容の記載がない。 

（ポイント） 

・目標は、抽象的な言葉ではなく誰にもわかりやすい具体的な内容で記載し、かつ実際に解決

が可能と見込まれるものとすること。 

・「短期目標」は、解決すべき課題及び長期目標に段階的に対応し、解決に結びつけるものであり、

「短期目標」の「期間」は、「長期目標」の達成のために踏むべき段階として設定した「短期目標」

の達成期限を記載すること。 

 
 

 ×生活援助中心型の訪問介護の算定根拠が明確に記載されていない。  

  （ポイント） 

  ・居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付ける場合には、居宅サービス計

画書に生活援助中心型の算定理由、その他やむを得ない事情の内容について記載すると

ともに、生活全般の解決すべき課題に対応して、その解決に必要であって最適なサービ

ス内容とその方針を明確に記載すること。 
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 ×通院等のための乗車又は降車の介助の算定根拠が明確にされていない。  

（ポイント） 

 ・「通院等乗降介助」の単位を算定するに当たっては、適切なアセスメントを通じて、生活全般の

解決すべき課題に対応した様々なサービス内容の１つとして、総合的な援助の一環としてあらかじ

め居宅サービス計画に位置付けられている必要があり、居宅サービス計画において、 

  ア 通院等に必要であることその他車両への乗降が必要な理由 

   イ 利用者の心身の状況から乗降時の介助行為を要すると判断した旨 

   ウ 総合的な援助の一環として、解決すべき課題に応じた他の援助と均衡していること 

 を明確に記載する必要がある。 
 
 

 ×20分未満の訪問看護を位置付けている居宅サービス計画又は訪問看護計画において、

  別に20分以上の訪問看護を週1回以上含んでいない。  
 

 (ポイント) 

・居宅サービス計画又は訪問看護計画において20分未満の訪問看護のみが設定されること

は適切ではなく、20分以上の訪問看護を週1回以上含む計画とすること。  

・20分未満の訪問看護は、訪問看護を24時間行うことができる体制を整えている事業所と

して緊急時訪問看護加算の届け出をしている場合に算定可能である。  

 
 

（６）サービス担当者会議等による専門的意見の聴取（基準条例第16条第９号）  

 ×新たに居宅サービス計画に位置付けることとなったサービス担当者しかサービス  

担当者会議に参加させていない。  

 ×サービス担当者会議を開催せず、意見照会だけを行っている。  

 ×検討した項目、検討内容、結論、残された課題を具体的に記載していない。  
 

  （ポイント） 

・居宅サービス計画原案に位置付けられた全ての居宅サービス等の担当者を招集する（意見照

会に対する回答を含む）ことが必要である。 

・意見照会を行うのは、次のような「やむを得ない理由」がある場合である。 

 （１）サービス担当者の事由により参加が得られなかった場合。 

 （２）利用者の状態に大きな変化が見られない等における軽微な変更の場合。 

・サービス担当者の事由により出席できない場合でも、照会等により意見を求め、その内容を

記録しておくこと。 

 ・平成26年度以降、原則として利用者及びその家族の参加が必要である。（家庭内暴力等により利用

者やその家族の参加が望ましくない場合には、必ずしも参加を求めるものではない。） 
 
 

（７）居宅サービス計画の交付（基準条例第16条第１１号）  

 ×居宅サービス計画の同意、交付を行っていない。  

 ×サービス提供開始後に同意、交付を行っている。  

  ✕ 居宅サービス計画を交付していないサービス事業所がある。 

×同一法人で併設されたサービス事業所への交付を省略している。  
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（ポイント） 

・サービス提供前に、居宅サービス計画の内容を説明し、文書により利用者の同意を得て交付するこ

と。 

・同意を要する居宅サービス計画原案とは居宅サービス計画書の第１～３表及び第６、７表の

全てである。 

・居宅サービス計画に位置付けた全てのサービス事業所へ交付すること。 

・利用者が同意したことがわかる形で交付すること。 
 
 
（８）サービス事業所との連携（基準条例第１６条第１２号） 

 ×提出された個別サービス計画と居宅サービス計画の連動性や整合性について確認していない。 
 

（ポイント）平成２７年４月から 

・ 居宅サービス計画に位置づけた事業者に対して、訪問介護計画等の個別サービス計画の提出を求

めること。 

・担当者に個別サービス計画の提出を求めたが、提出がない場合は、その旨支援経過に記録しておい

てください。 

 
 

（９）モニタリングの実施（基準条例第16条第１３号、第１４号）  

 ×利用者の居宅以外でモニタリングを行っている。  

 ×モニタリングの結果を記録していない。 

 ×「達成」「未達成」のチェック（ㇾ点）記載のみで、モニタリングの内容が不明確。 

 ×居宅サービス計画の新規作成時、サービスをまだ利用していないにもかかわらず、モニ

タリングを行っていた。 
 

 （ポイント）  

・少なくとも１月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接して行うこと。また、そ

の結果を記録すること。  

・モニタリングを通じて把握した、利用者やその家族の意向・満足度等、目標の達成度、事業者と

の調整内容、居宅サービス計画の変更の必要性等について記載すること。 

・モニタリングができない「特段の事情」とは利用者の事情であり、介護支援専門員に

起因する事情ではない。  

・「特段の事情」がある場合については、保険者に照会のうえ（当資料６参照）、その

具体的内容を記録しておくこと。  
 
 

（10）居宅サービス計画の変更の必要性についてのサービス担当者会議等による専門的意

見の聴取（基準条例第16条第１５号）  

 ×要介護更新認定時にサービス担当者会議を開催していない。  

  ×要介護状態区分の変更認定時にサービス担当者会議を開催していない。  
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（ポイント）  
・要介護更新認定を受けた場合若しくは要介護状態区分の変更認定を受けた場合は、サービス担当者

会議を開催し、居宅サービス計画の変更の必要性について各サービス担当者から意見を求めるこ

と。 

 

 

（１１）居宅サービス計画の変更（基準条例第16条第１６号）  

 ×居宅サービス計画の変更時に必要な手続きが行われていない。  

 ×短期目標及び援助内容における期間が終了しているにもかかわらず、そのままになっていた。 
 

 （ポイント）  

 ・居宅サービス計画の変更に当たっては、新規作成時と同様の一連の業務（再アセスメ

ント、居宅サービス計画原案の作成、サービス担当者会議、利用者への説明、同意、

交付）を行うこと。  

 ・上記一連の業務を要しない「軽微な変更」とは、利用者の状態や目標に変化がなく、

居宅サービス計画に位置付けた目標、期間、サービス内容を変更する必要がない場合

である。（サービス提供日だけの変更等）  

※よって、サービス提供の増減や頻度の変更、サービス事業所の変更やサービスの追加

は軽微な変更には該当しない。  

※一連の業務が行われていない場合、運営基準減算となる為、要注意。  
 
 

（１２）居宅サービス計画の変更（基準条例第16条第１７号）  

 ×短期入所生活介護の利用が長期間続き、かつ居宅での生活が困難な利用者に対して、介

護保険施設への紹介その他の便宜の提供が行われていない。  
 

 （ポイント）  

 ・適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合にお

いても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合

には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うこと。  

 
 

（１３）主治の医師等の意見等（基準条例第条16第１９号・第２０号）  

 ×主治医等に意見を求めることなく医療サービスを居宅サービス計画に位置付けている。 

 ×主治医等から意見を求めた内容についての記録がない。  
 

17



（ポイント） 

・居宅サービス計画に医療サービス（訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテー

ション、居宅療養管理指導、短期入所療養介護、定期巡回･随時対応型訪問介護看護 (訪問

看護サービスを利用する場合に限る。)及び看護小規模多機能型居宅介護（訪問看護サービ

スを利用する場合に限る。)を位置付けるには、主治医等の指示が必要である。 

・あらかじめ利用者の同意を得て、主治医等に意見を求めること。また、その内容（必要性、

 具体的な実施方法、実施期間等）を居宅介護支援経過等に記録すること。 

※認定調査の主治医意見書の（５）医学的管理の必要性にチェックがあることのみで、医療系

サービスを位置づけることは、適切ではない。 

・ケアプランの変更時、改めて主治医等の意見を求めること。 

※サービス提供事業所に対し、主治医からサービス提供事業所あての「指示書」の写しの提出

を求めることは適切ではない。 

 
 

（１４）福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の居宅サービス計画への反映 

（基準条例第16条第２２号・第２３号） 

 ×福祉用具貸与・販売が必要な理由を居宅サービス計画に記載していない。  

  ×サービス担当者会議で利用の妥当性や、継続して貸与を受ける必要性について検証して

いない。 

 ×月を通じて短期入所生活介護を利用する方に対して、福祉用具貸与を位置付けている。 

  （ポイント） 

 ・福祉用具貸与・販売を居宅サービスに位置付ける場合には、サービス担当者会議を開催し、

当該計画に必要な理由を記載すること。 

 ・福祉用具貸与については、居宅サービス計画作成後必要に応じて随時サービス担当者会議

を開催し、継続利用の必要性を検証し、継続利用する場合には再度居宅サービス計画にそ

の理由を記載すること。 

 
 

 ×軽度者の「調査票の写しの内容が確認できる文書」を福祉用具貸与事業所へ送付していない。 
 

（ポイント） 

・軽度者の居宅サービス計画に福祉用具貸与（車いす及び付属品、特殊寝台及び付属品、床ず

れ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト（つり具の部分を除く）、

自動排泄処理装置）を位置付ける場合には、市町村から調査票の写しを入手すること。 

・利用者の同意を得たうえで、調査票の写しの内容が確認できる文書を福祉用具貸与事業者へ

送付すること。 

 
 
（１５）指定介護予防支援業務の受託（基準条例第16条第２６号）  
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 （ポイント）  

 ・介護予防支援の業務委託の件数制限（介護支援専門員１人８件）は廃止。  

  ただし、 受託する居宅支援事業所における居宅介護支援の適正な実施に影響を及ぼ

さないように、十分配慮すること。  
 
 

 ５ 管理者の責務（基準条例第20条）  

 ×管理者が従業者の業務の把握をしていない。  
 

 （ポイント）  
 ・管理者の責務とは  

  （１）介護支援専門員その他の従業者の管理  

  （２）指定居宅介護支援の利用申込みに係る調整  

  （３）業務の実施状況の把握  

  （４）介護支援専門員その他の従業者に基準を遵守させるための必要な指揮命令  

  ※不正を防ぐための取組みや仕組みが事業所にあるかどうか再点検してください。

 
 

 ６ 勤務体制の確保等（基準条例第22条）  

 ×派遣、委託、請負といった形態でサービス提供を行っているが、契約関係が不明確。  
 

  （ポイント）  
・労働者派遣法に基づき派遣会社から派遣された介護支援専門員については、居宅介護

支援事業所に指揮命令権が生じるので可能であるが、派遣会社と居宅介護支援事業所

との契約において、業務の指示関係について明記しておくことが必要である。

   ※「業務の委託契約」や「業務の請負契約」は、指揮命令関係が生じないため不可。

 
 

 ×翌月の勤務予定表が前月末までに作成されていない。  

 ×勤務予定表が事業所ごとに作成されていない。  

 ×勤務予定表に管理者の勤務予定や従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、職種、

兼務関係などが明記されていない。  

 ×非常勤職員について勤務予定の管理を行っていない。  
 

（ポイント） 

・原則、管理者を含む全ての従業者を記載し、事業所ごと、月ごとに作成すること。 

・従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、職種、兼務関係等を明記すること。 
 
 

 ×従業者の資質向上のための研修が、計画的に実施されていない。  

 ×研修（内部・外部を含む）の実施記録等が保存されてない。  
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 （ポイント）  
・年間計画などを策定し、実施後は資料等を含め、記録を残すこと。  

・介護支援専門員実務研修終了後、初めて就業した介護支援専門員については、就業後６月から１年の

間に都道府県等が行う初任者向けの研修を受講する機会を確保すること。 

・従業者の資質向上のために、研修計画（個別具体的な研修の目標、内容、実施時期等)を作

成し、当該計画に従い、研修を実施すること。（市独自基準） 

・研修計画には，高齢者の人権擁護，虐待防止等の内容が含まれていなければならない。（市独自基準）

 
 

７ 設備及び備品等（基準条例第23条）  

 ×介護支援専門員を増員しているが、事務スペースは一人分しかない。 

（ポイント）  
・事業を行うために必要な広さの区画を有すること。  

 

 

８ 掲示（基準条例第25条）  

 ×事業運営にあたっての重要事項が掲示されていない。運営規程のみを掲示している。ま

た、古い情報が掲示されている。  

 ×苦情に対する措置の概要、利用料などが欠落している。  

 ×事業所の見やすい場所に掲示されていない。  
 

 （ポイント）  

 ・掲示すべき内容（項目）は、重要事項説明書と同じ。  

 ・受付コーナー、相談室等利用申込者等が見やすいよう工夫して掲示すること。  

 ※ 掲示が困難な場合には、利用者等誰もが閲覧できるように、ファイル等に入れて、

 受付コーナー、相談室等に立てかけておくことでも差し支えない。  
 
 

９ 秘密保持等（基準条例第26条）  

 ×従業者の在職中及び退職後における、利用者及びその家族の個人情報に関する秘密保持

について、事業者と従業者間の雇用契約、就業規則、労働条件通知書、誓約書等で取

り決めが行われていない。  

 ×サービス担当者会議等において、利用者及びその家族の個人情報を用いることについて、

それぞれから文書による同意が得られていない。  

 ×利用者の家族から使用同意を得る様式になっていない。  

 ×個人情報の保管状態が不適切である。  
 

 （ポイント）  

 ・家族の個人情報を使用する可能性もあるため、利用者だけでなく家族についても記名で

きる様式にしておくこと。  

 ・個人情報の漏洩防止のため、保管庫は施錠可能なものとし、中のファイルなどが見えな

いようにすること。  
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 １０ 苦情処理（基準条例第29条）  

 ×苦情処理に関する記録様式（処理簿･台帳等）が作成されていない。  

 ×苦情処理の内容が記録様式に記録されていない。  

 ×苦情の内容の記録のみで、「その後の経過」、「原因の分析」、「再発防止のための取

組み」などが記録されていない。「再発防止のための取組み」が行われていない。  
 

 （ポイント）  

 ・苦情を受け付けた場合は、苦情の内容等を記録すること。  

  また、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取り組みを行うこと。  
 
 

 １１ 事故発生時の対応（基準条例第30条）  

 ×事故(｢ひやりはっと｣を含む｡)に関する記録様式（報告･台帳等）が作成されていない。 

 ×事故の内容の記録のみで、「その後の経過」、「原因の分析」、「再発防止のための 

   取組み」などが記録されていない。  

 ×事業所としての「再発防止のための取組み」が行われていない。  

 ×損害賠償保険に加入していない。又は、賠償金の積み立てを行っていない。  

 ×市事業者指導課又は保険者に報告していない。  
 

 （ポイント）（※共通編「岡山市介護保険事故報告事務取扱要綱」参照）  

 ・事故の状況やその後の処置について記録し、再発防止に取り組むこと。  

 ・事故の状況等によっては、市事業者指導課又は保険者へ報告を行うこと。 

  ※介護保険施設・事業所における事故等発生時の対応に係る指針（岡山市版)参照  

 

 

 １２ 記録の整備（基準条例第32条）  

 ×退職した従業者に関する諸記録を従業者の退職後すぐに廃棄している。 

 ×居宅サービス計画を変更したら、以前の居宅サービス計画を廃棄している。 

 ×契約解除になった利用者の記録をすぐに廃棄している。  
 

（ポイント） 

・利用者に対する居宅介護支援の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年間保存

すること。 

 

 

 第４ 変更の届出等（介護保険法第８２条）  

 ×変更届出書が提出されていない。(事業所の専用区画､管理者、介護支援専門員､運営規

程、役員など) 
 

 （ポイント） 

 ・変更した日から１０日以内に提出すること。なお、複数回にわたって変更が発生した

場合でも、変更事実の発生日ごとに変更届を作成すること。 

  ※事業所の移転など重要な変更の場合は、事前に事業者指導課に相談すること。 
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 ×事業実態がないのに、休止の届出が提出されていない。  

 ×休止・廃止の届出が、１月前までに提出されていない。  
 

 （ポイント） 

 ・事業所を廃止、又は休止しようとするときは、１月前までに届け出ること。 

  ※現に利用者がいる場合には、他の事業所に引き継ぐことが必要。 
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８ 介護報酬の概要について 

第１ 居宅介護支援 

１ 居宅介護支援費

【居宅介護支援費の算定について】

○月の途中で、利用者が死亡又は施設に入所した場合

→ 死亡又は施設入所等の時点で居宅介護支援を行っており、給付管理票を国保連合会

に届け出ている事業所について、居宅介護支援費を算定する。

○月の途中で、事業所の変更がある場合

→ 利用者に対して月末時点で居宅介護支援を行い、給付管理票を国保連合会に提出す

る事業所のみ居宅介護支援費を算定する。

○月の途中で要介護度に変更があった場合

→ 月末時点での要介護度区分に応じて居宅介護支援費を算定する。

○月の途中で、他の市町村に転出する場合

→ 転出前の担当事業所と転出後の担当事業所がそれぞれ給付管理票を作成し、双方と

も居宅介護支援費を算定する。（この場合、それぞれの給付管理票を同一の事業所が

作成した場合であっても、それぞれについて居宅介護支援費を算定する。）

○サービス利用票を作成した月において利用実績のない場合

→ 給付管理票を作成できないため、居宅介護支援費は請求できない。

【居宅介護支援費Ⅰ～Ⅲの適用について】

  要介護度別に基本単価が設定されており、介護報酬の算定上、一定の取扱件数を超過す

る場合に「逓減制」が導入されている。

取扱件数 要介護１・２ 要介護３・４・５

居宅介護支援費（Ⅰ） 40件未満 1,042単位／月 1,353単位／月

居宅介護支援費（Ⅱ） 40件以上60件未満 521単位／月 677単位／月

居宅介護支援費（Ⅲ） 60件以上 313単位／月 406単位／月

（注１）取扱件数が40以上である場合において、40以上60未満の部分について居宅介護支 

援費（Ⅱ）を算定する。

（注２）取扱件数が40以上である場合において、60以上の部分について居宅介護支援費（Ⅲ）

を算定する。
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【取扱件数の算定方法】

要介護者の利用者 ＋ (介護予防支援の受託件数 × １／２)
取扱件数 =

 常勤換算により算定した介護支援専門員数

※介護予防支援の受託件数については、特別地域居宅介護支援加算の対象地域に住所を有す

る利用者は含めない。

【居宅介護支援費の割り当て】

○居宅介護支援費Ⅰ～Ⅲの割り当ての際、契約日の古い順に件数を数える。

○契約日が同日の者については、報酬単価が高い利用者（要介護３～５）から先に数える。

○介護予防支援を受託している場合は、契約日にかかわらず介護予防支援の利用者を冒頭

に並べ、次に居宅介護支援の利用者を契約日の古い順に並べて件数を数える。

平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.２）

（問３０）取扱件数による基本単位区分

居宅介護支援費の算定区分の判定のための取扱件数については、事業所の所属するケアマネジャ

ー1人当たりの平均で計算するという取扱いでよいのか。

（答）

基本的には、事業所に所属するケアマネジャー1人(常勤換算)当たりの平均で計算することとし、事 業所

の組織内の適正な役割分担により、事業内のケアマネジャーごとに多少の取扱件数の差異が 発生

し、結果的に一部ケアマネジャーが当該事業所の算定区分に係る件数を超える件数を取り扱うこと

が発生することも差し支えない。ただし、一部のケアマネジャーに取扱件数が著しく偏るなど、居

宅介護支援の質の確保の観点で支障があるような場合については、是正する必要がある。

（問３１）取扱件数による基本単位区分

 ケアマネジャー1人当たりというのは、常勤換算によるものか。その場合、管理者がケアマネジ

ャーであれば1人として計算できるのか。

（答）

取扱件数や介護予防支援業務受託上限の計算に当たっての「ケアマネジャー1人当たり」の取扱

については、常勤換算による。

 なお、管理者がケアマネジャーである場合、管理者がケアマネジメント業務を兼ねている場合

については、管理者を常勤換算1のケアマネジャーとして取り扱って差し支えない。ただし、管理

者としての業務に専念しており、ケアマネジメント業務にまったく従事していない場合について

は、当該管理者については、ケアマネジャーの人数として算定することはできない。
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 （問３２）取扱件数による基本単位区分  

  報酬の支給区分の基準となる取扱件数は、実際に報酬請求を行った件数という意味か。 

 

 （答）  

  取扱件数の算定は、実際にサービスが利用され、給付管理を行い、報酬請求を行った件数をい う。

したがって、単に契約をしているだけのケースについては、取扱件数にカウントしない。 

（問３６）サービス提供拒否  

取扱件数が４０件を超過することを理由に一律に、サービス提供を拒否すれば、基準違反になるの

か。 

 

 （答）  

  指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なくサービス提供を拒否できないこととされている。ただ

し、現行制度上も、例えば、当該事業所の現員からは利用申し込みに応じきれない場合などについて

は、「正当な理由」に該当するものとされている。 

  したがって、４０件を超えることを理由に拒否するケースについて、一概に適否を判断するのでは

なく、従前どおり、個別ケースの状況に応じて、判断すべきである。なお、いずれにせよ、自らサー

ビスを提供できない場合については、利用者に対して事情を丁寧に説明した上で、別の事業所を紹介

するなど利用者に支障がないよう配慮することが必要である。 

（問３７）要支援状態から要介護状態への変更  

月の途中で要支援状態区分から要介護状態区分に変更となり、事業所が変更となった場合の

取扱いはどのように行うのか。 

 

 （答）  

  月の途中に要支援状態区分から要介護状態区分に変更となり事業所が変更となった場合には、介護

支援業務を行う主体が地域包括支援センターたる介護予防支援事業者から居宅介護支援事業者に移

るため、担当する事業者が変更となるが、この場合には、月末に担当した事業所（小規模多機能型居

宅介護事業所及び介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。）が給付管理票を作成し提出する

こととし、居宅介護支援費を併せて請求するものとする。 

  また、逆の場合は、月末に担当した地域包括支援センターたる介護予防支援事業者が給付管

理票を作成、提供し、介護予防支援費を請求するものとする。 
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（問３８）小規模多機能型居宅介護の利用開始  

居宅介護支援事業所の介護支援専門員を利用している者が小規模多機能型居宅介護の利用

を開始した場合、介護支援専門員は当該小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員に変

更されることとなり、国保連への「給付管理票」の作成と提出については、当該小規模多機能

型居宅介護事業所の介護支援専門員が行うこととなるが、月の途中で変更が行われた場合の小

規模多機能型居宅介護の利用開始前又は利用終了後の居宅介護サービス利用に係る国保連へ

の「給付管理票」の作成と提出はどこが行うのか。 

 

 （答） 

  利用者が月を通じて小規模多機能型居宅介護（又は介護予防小規模多機能型居宅介護。

以下略）を受けている場合には、小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員がケ

アププラン作成を行うこととなる。  

この場合の給付管理は、他の居宅介護サービスを含めて「給付管理票」の作成と提出

を行い、当該月について居宅介護支援費（又は介護予防支援費。以下略）は算定されな

いこととなる。  

月の途中で小規模多機能型居宅介護の利用を開始又は終了した場合は、居宅介護支援費の算定は可

能であるため、小規模多機能型居宅介護の利用開始前又は利用終了後の居宅介護支援事業所の介護支

援専門員が小規模多機能型居宅介護を含めてその利用者に係る「給付管理票」の作成と提出を行い、

居宅介護支援費の請求を行うこととなる。  

なお、同月内で複数の居宅介護支援事業所が担当する場合には、月末時点（又は最後）

の居宅介護支援事業所の介護支援専門員が「給付管理票」の作成と提出を行い、居宅介

護費を提出することとなる。  
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 平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.１）  

 

 （問５８）取扱件数による基本単位区分  

  利用者数が介護支援専門員１人当たり４０件以上の場合における居宅介護支援費（Ⅰ）、（Ⅱ）又は（Ⅲ）

の割り当てについて具体的に示されたい。  

 

 （答）  

 【例１】  

  取扱件数８０人で常勤換算方法で１．５人の介護支援専門員がいる場合  

  ①４０（件）×１．５（人）＝６０（人）  

  ②６０（人）－１（人）＝５９（人）であることから、  

   １件目から５９件目については、居宅介護支援費（Ⅰ）を算定し、６０件目から８０件目に 

  ついては、居宅介護支援費（Ⅱ)を算定する。  

 【例２】  

  取扱件数１６０人で常勤換算方法で２．５人介護支援専門員がいる場合  

  ①４０（件）×２．５（人）＝１００（人）  

  ②１００（人）－１（人）＝９９（人）であることから、  

   １件目から９９件目については、居宅介護支援費（Ⅰ）を算定する。  

   １００件目以降については、  

  ③６０（件）×２．５（人）＝１５０（人）  

  ④１５０（人）－１（人）＝１４９（人）であることから、  

１００件目から１４９件目については、居宅介護支援費（Ⅱ）を算定し、１５０件目から１６０

件までは、居宅介護支援費（Ⅲ）を算定する。  

 

  なお、ここに示す４０件以上の取扱いについては、介護報酬算定上の取扱いであり、指定居宅 

 介護支援等の運営基準に規定する介護支援専門員１人当たり標準担当件数３５件の取扱いと異な 

 るものであるため、標準担当件数が３５件以上４０件未満の場合において、ただちに運営基準違 

 反となるものではない。  

 （問５９）取扱件数による基本単位区分  

  取扱件数３９・４０件目又は５９・６０件目に当たる利用者について、契約日は同一であるが、 

 報酬単価が異なる利用者（「要介護１・２：１，０４２単位／月」と「要介護３・４・５：１，３５３単

位／月」）であった場合、当該利用者をどのように並べるのか。 

 

（答）  

利用者については、契約日順に並べることとしているが、居宅介護支援費の区分が異なる３９ 件目

と４０件目又は５９件目と６０件目において、それぞれに当たる利用者の報酬単価が異なっていた場

合については、報酬単価が高い利用者（「要介護３・４・５：１，３５３単位／月」）から先に並

べることとし、４０件目又は６０件目に報酬単価が低い利用者（「要介護１・２：１，０４２単位

／月」）を位置付けることとする。  
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 （問６０）取扱件数による基本単位区分  

  介護予防支援費の算定において、逓減制は適用されるのか。  

 

 （答）  

  適用されない。このため、居宅介護支援と介護予防支援との合計取扱件数が４０件以上となる場合

については、介護予防支援の利用者を冒頭にし、次に居宅介護支援の利用者を契約日が古いものから順

に並べることにより、４０件以上となる居宅介護支援のみ逓減制を適用することとする。 

 （問６１）取扱件数による基本単位区分  

  事業の譲渡、承継が行われた場合の逓減制の取扱いを示されたい。  

 

 （答）  

   事業の譲渡、承継が行われた場合には、新たに当該事業所の利用者となる者については、譲渡 

 ・承継の日を契約日として取り扱うこととする。逓減制に係る４０件目及び６０件目の取扱いに 

 ついては、問５９を参照すること。  

平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.１） 

（問１８０）  

  居宅介護支援費（Ⅰ）から（Ⅲ）の区分については、居宅介護支援と介護予防支援の両

方の利用者の数をもとに算定しているが、新しい介護予防ケアマネジメントの件数につ

いては取扱件数に含まないと解釈しよいか。  

 
 （答）貴見のとおりである。 

 

 

２ 運営基準減算  

 次のいずれかに該当する場合は、運営基準減算として、当該月から当該状態が解消され

るに至った月の前月まで、（当初月は所定単位数の【１００分の５０】、２月目以降は所

定単位数は算定しない。 

  

（１）居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては、次の場合に減算される。  

① 利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接していない場合  

 ② サービス担当者会議を行っていない場合  

 ③ 居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書

により利用者の同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付してい

ない場合  

 

（２）次に掲げる場合において、サービス担当者会議を行っていないときには減算される。  

① 居宅サービス計画を新規に作成した場合  

 ② 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合  

 ③ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更を受けた場合  
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（３）居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（以下「モニタリ

ング」という。）に当たっては、次の場合に減算される。  

① １月に利用者の居宅を訪問し、利用者に面接していない場合  

 ② モニタリングの結果を記録していない状態が１月以上継続する場合  

 

 平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.１）  

 （問７２）  

  運営基準減算が２月以上継続している場合の適用月はいつからか。  

 

 （答）  

   現在、適用月の解釈が統一されていないことから、平成２１年４月以降における当該減算の適 

  用月は２月目からとする。  

  ＜例＞ 減算の考え方については変更なし  

   

４月 ５月 ６月 

５０／１００ 

減算適用 

所定単位数は 

算定しない 

所定単位数は

算定しない 

    50／100     ０（減算の状態が続く限り） 

    

 

 

３ 特定事業所集中減算  
 

  各事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、

訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定

施設入居者生活介護（利用期間を定めて行うものに限る。）、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護（利用期間を定めて行う

ものに限る。）、認知症対応型共同生活介護（利用期間を定めて行うものに限る。）、地域密着型特定施

設入居者生活介護（利用期間を定めて行うものに限る。）、又は看護小規模多機能型居宅介護（利用期間

を定めて行うものに限る。）が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、最もその紹介件

数 の多い法人を位置付けた居宅サービスの数の占める割合を計算した結果、いずれかについて８０％ を

超えた場合には、特定事業所集中減算として、減算適用期間にすべての居宅介護支援費が２００単位減

算となるもの。  

 （※ただし、市において正当な理由があると判断した場合には減算とならない。）  

 
 

  判定期間  市への届出  減算適用期間   

前期  ３月１日～８月末日  ９月15日まで  10月１日～３月31日  
後期  ９月１日～２月末日  ３月15日まで  ４月１日～９月30日  

 

○ 毎年、９月と３月に、全ての事業所の事業者自らが確認する必要がある。  

 ○ 全ての事業所は、算定の結果を岡山市の提出すること。（紹介率最高法人の紹介率

が８０％を超えない場合でも提出すること。その場合はＦＡＸでの提出可。）  
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○ 特定事業所集中減算の判定に関する書類は、判定期間に対応する減算適用期間が完結

してから５年間保存しておくこと。  

 ○ 会計検査院「平成24年度決算報告」における不適切に支払われた介護給付費の概要

（共通編P.６) 

 

【留意事項】  

①すべての居宅介護支援事業所は、年に２度、「特定事業所集中減算に係る届出書」等 

による算定を行うこと。その際、計算誤り等のないよう、十分留意すること。  

  ②介護保険給付適正化システムにより、判定期間における同一法人の占める割合が 

８０％を超えている事業所は抽出される。その場合は、岡山市事業者指導課から算定 

結果の再確認等の指示があるので従うこと。  

 ③８０％を超えているにもかかわらず、期日までに市に報告がなされない場合は正当な

理由の有無にかかわらず減算が適用されることになりますのでご注意ください。  

 

 ※ 厚生労働省及び岡山市の特定事業所集中減算についてのＱ＆Ａは、当資料５をご覧ください。 

 

 

 岡山市における正当な理由の範囲  

 
・詳細は、当資料５を確認してください。  

 ・岡山市事業者指導課ホームページにも掲載しています。 

   http://www.city.okayama.jp/hohuku/jigyousyasidou/jigyousyasidou_00199.html 

 

 

４ 初回加算  
 

  居宅介護支援事業所において、新規に居宅サービス計画を作成する利用者に対して居宅介護支援 

 を行った場合、次のいずれかに該当する場合には１月につき【３００単位】を加算する。  

 
 ○ 新規に居宅サービス計画を作成する場合  

 ※「新規」とは、当該事業所において、契約の有無に関わらず、過去２月以上、居宅介

護支援を提供していない利用者に対して、居宅サービス計画を作成した場合を指す。  

 ○ 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合  

 ○ 要介護状態区分が２区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合  

 ○ 運営基準減算が適用される場合には算定できない。  
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平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.２） 

（問９）委託で介護予防サービス計画作成の場合  

利用者が要介護者から要支援者に変更となった事例について、従前、ケアプランを作成していた居

宅介護支援事業所が、地域包括支援センターから委託を受けて、新規に介護予防サービス計画を作成

する場合、初回加算は算定できるのか。 

  

（答）  

  初回加算については、介護予防サービス計画を新たに作成するに当たり、新たなアセスメ

ント等を要することを評価したものであり、お尋ねの事例については、算定可能である。なお、

この考え方については、居宅介護支援費に係る初回加算についても、共通である。 

 平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.２） 

 

（問９）委託で介護予防サービス計画作成の場合  

   利用者が要介護者から要支援者に変更となった事例について、従前、ケアプランを作成していた

居宅介護支援事業所が、地域包括支援センターから委託を受けて、新規に介護予防サービス計画を作

成する場合、初回加算は算定できるのか。 

 

 （答）  

  初回加算については、介護予防サービス計画を新たに作成するに当たり、新たなアセスメン

ト等を要することを評価したものであり、お尋ねの事例については、算定可能である。なお、

この考え方については、居宅介護支援費に係る初回加算についても、共通である。 

   

 （問１１）「新規」の考え方  

  初回加算の算定要件である「新規」には、契約は継続しているが給付管理を初めて行う利用者 

 を含むと解してよいか。  

 

 （答）  

  ｢新規｣とは、初めて給付管理を行い、報酬請求を行う月について適用するものである。したが 

 って、従前より、契約関係は存在していた利用者についても、初めて報酬請求に至った月におい 

 て、初回加算を算定することが可能である。なお、この考え方については、居宅介護支援費に係 

 る初回加算についても、共通である。  

 平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.１）  

 

 （問６２）「新規」の考え方  

初回加算において、新規に居宅サービス計画を作成する場合の「新規」の考え方について示された

い。 

 

 （答）  

  契約の有無に関わらず、当該利用者について、過去二月以上、当該居宅介護支援事業所におい 

 て居宅介護支援を提供しておらず、居宅介護支援が算定されていない場合に、当該利用者に対し 

 て居宅サービス計画を作成した場合を指す。なお、介護予防支援における初回加算についても、 
  同様の扱いとする。  

 

 

31



５ 特定事業所加算【体制等に関する届出が必要】   

 

中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、

質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域全体のケアマネジメント

の質の向上に資することを目的とするもの。  

【基本的取扱方針】  

  特定事業所加算制度の対象となる事業所は、以下の要件を満たす必要があります。  

 ① 公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所であること。 

 ② 常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、どのような支援困難

  ケースでも適切に処理できる体制が整備されている、いわばモデル的な居宅介護支援事業所 

  であること。  

 

【特定事業所加算（Ⅰ）】                                                          
 

 次の①～⑪全ての要件を満たしている場合には１月につき【５００単位】を加算する。  

 
 ① 常勤かつ専従の主任介護支援専門員を２名以上配置していること。  

  ② 常勤かつ専従の介護支援専門員を３名以上配置していること。                    

  ③ 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的と

した会議を定期的（概ね週１回以上）に開催すること。  

 ④ 24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確

保していること。                                                             

  ⑤ 算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護３～要介護５である者の割合が４

割以上であること。                                                             

 ⑥ 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。  

  ※介護支援専門員について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等に

ついて、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画を定めなければなら

ない。（本資料Ｐ．３４の研修計画様式を参考にしてください）  

 ⑦ 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介

護支援を提供していること。  

 ⑧ 地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。            

 ⑨ 運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。  

 ⑩ 介護支援専門員１人当たりの利用者の平均件数が40名未満であること。 

 ⑪ 介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」

等に協力又は協力体制を確保していること。（平成28年度の介護支援専門員実務研修

受講試験の合格発表の日から適用）  

                                                                                 

【特定事業所加算（Ⅱ）】                                                          
 

 次の要件を全て満たしている場合には１月につき【４００単位】を加算する。  

 
 ○ 特定事業所加算（Ⅰ）の②、③、④、⑥、⑦、⑨、⑩及び⑪を満たすこと。  

 ○ 常勤かつ専従の主任介護支援専門員を配置していること。  
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【特定事業所加算（Ⅲ）】                                                          
 

 次の要件を全て満たしている場合には１月につき【３００単位】を加算する。  
 
 ○ 特定事業所加算（Ⅰ）の③、④、⑥、⑦、⑨、⑩及び⑪を満たすこと。  

 ○ 常勤かつ専従の主任介護支援専門員を配置していること。 

 ○ 常勤かつ専従の介護支援専門員を２名以上配置していること。  

 

 

【特定事業所加算（Ⅰ）（Ⅱ）、（Ⅲ）共通】  

 ○ 特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、（Ⅲ）の算定はいずれかに限る。  

 ○ 介護保険法に基づく情報公表を行うほか、積極的に特定事業所加算取得事業所であ

る旨を表示するなど利用者に対する情報提供を行うこと。また、利用者に対し、特定

事業所加算取得事業所である旨及びその内容が理解できるよう説明を行うこと。 

 ○ 届出後も常に要件を満たしている必要があり、要件を満たさなくなった場合は、速

やかに廃止の届出を行うこと。                                               

 ○ 要件を満たさないことが明らかになったその月から加算算定できない。           

 ○ 本加算を取得した特定事業所は、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記

録を作成し、５年間保存すること。  

 

平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.２） 

（問３５）加算に要する様式  

居宅介護支援事業費の特定事業所加算を取得した事業所は、毎月、「所定の記録」を策定しなけれ

ばならないこととされているが、その様式は示されるのか。 

 （答）  

  別添①の標準様式に従い、毎月、作成し、2年間保存しなければならない。 

 ⇒岡山市の様式は、ホームページに掲載しています。記録は５年間保存してください。 

平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.２）  

 （問３０）  

   特定事業所加算（Ⅰ）を算定している事業所が、算定要件のいずれかを満たさなくなった場合にお

ける特定事業所加算の取扱い及び届出に関する留意事項について。  

 （答）  

  特定事業所加算については、月の１５日以前に届出を行った場合には届出日の翌月から、１６日以

降に届出を行った場合には届出日の翌々月から算定することとする。この取扱いについては特定事業

所加算（Ⅱ）を算定していた事業所が（Ⅰ）を算定しようとする場合の取扱いも同様である（届出は

変更でよい。） 

  また、特定事業所加算を算定する事業所は、届出後も常に要件を満たしている必要があり、要件を

満たさなくなった場合は、速やかに廃止の届出を行い、要件を満たさないことが明らかとなったその

月から加算の算定はできない取扱いとなっている。 

  ただし、特定事業所加算（Ⅰ）を算定していた事業所であって、例えば、要介護３、要介護４又は

要介護５の者の割合が４０％以上であることの要件を満たさなくなる場合は、(Ⅰ）の廃止後（Ⅱ）を

新規で届け出る必要はなく、(Ⅰ）から（Ⅱ）への変更の届出を行うことで足りるものとし、届出日と

関わりなく、(Ⅰ）の要件を満たせなくなったその月から（Ⅱ）の算定を可能であることとする（下図

参照）。この場合、国保連合会のデータ処理期間等の関係もあるため速やかに当該届出を行うこと。
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平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.１） 

 

（問１８５）  

特定事業所加算に「介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に

関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること」が加えられたが、この要件は、平成

28年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格発表の日から適用となっている。新規に加算

を取得する事業所又は既に特定事業所加算を取得している事業所は、当該要件は満たしてなく

ても、平成27年４月から加算を取得できると考えてよいのか。また、適用日に合わせて体制等

状況一覧表の届出は必要であるか。 

 

（答） 

  適用日以前は、要件を満たしていなくても加算は取得できる。また、体制等状況一覧

表は、適用日の属する月の前月の15日までに届出する必要がある。  

 

（問１８６）  

特定事業所加算に「介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に

関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること」が加えられたが、実習受入以外に該

当するものは何か。例えば、地域で有志の居宅介護支援事業所が開催する研修会を引き受ける

といった場合は含まれるのか。 

また、実習受入れの際に発生する受入れ経費（消耗品、連絡経費等）は加算の報酬として評

価されていると考えてよいか。（実務研修の受入れ費用として、別途、介護支援専門員研修の

研修実施機関が負担すべきか否か検討をしているため） 

 

（答） 

ＯＪＴの機会が十分でない介護支援専門員に対して、地域の主任介護支援専門員が同行して

指導・支援を行う研修（地域同行型実地研修）や、市町村が実施するケアプラン点検に主任介

護支援専門員を同行させるなどの人材育成の取組を想定している。当該事例についても要件に

該当し得るが、具体的な研修内容は、都道府県において適切に確認されたい。 

  また、実習受入れの際に発生する受入れ経費（消耗品費、連絡経費等）の取扱いについては、

研修実施機関と実習を受け入れる事業所の間で適切に取り決められたい。 

 

（研修計画参考様式）  
 

 名前  

（経験年数) 

 

個人目標  

研修目標・研修内容・実施時期等   

備考  

 

 
   内部研修  外部研修    

     

     
 
 

６ 入院時情報連携加算 

 

 医療と介護の連携の強化・推進を図る観点から、病院等への入院時に、病院等と利用

者に関する情報共有等を行うことを評価することを目的とするもの。  
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【入院時情報連携加算（Ⅰ）】  

 利用者が入院するにあたって、病院又は診療所に出向いて、当該病院又は診療所職員と面談し、 

必要な情報を利用者が入院してから遅くとも７日以内に提供した場合、【２００単位】を加算する。 

【入院時情報連携加算（Ⅱ）】  

 利用者が入院するにあたって、病院又は診療所に出向く以外の方法により、当該病院又は診療所 

へ必要な情報を利用者が入院してから遅くとも７日以内に提供した場合、【１００単位】を加算する。 

 
 

【入院時情報連携加算（Ⅰ）（Ⅱ）共通】  

○ 加算の算定は、利用者１人につき、１月に１回を限度とする。  

○ 「必要な情報」とは、当該利用者の状況（例えば、疾患・病歴、認知症の有無や徘 

徊等の行動の有無など）、生活環境（例えば、家族構成、生活歴、介護者の介護方法や

家族介護者の状況など）及びサービスの利用状況をいう。  

○ 情報提供を行った日時、場所（医療機関に出向いた場合）、内容、提供手段（面談、

FAX等）等について、居宅サービス計画等に記録すること。情報提供の方法としては、

居宅サービス計画等の活用が考えられる。  

 

 ※医療連携加算のＱ＆Ａですが、この点において入院時情報連携加算の取扱いに変更はありません。  

  平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.１）  

 

 （問６４）  

  前月に居宅サービス計画に基づき介護保険サービスを利用していた利用者について、当該月分 

 の居宅サービス計画の作成及び介護保険サービスの利用がなされていない状況で、病院又は診療 

 所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供した場合における医療連携加算算定の取扱 

 いについて具体的に示されたい。  

 

 （答）  

  居宅サービス計画に基づいて介護保険サービスを利用した翌月の１０日（前月の介護給付費等の請

求日）までに、当該利用者に係る必要な情報提供を行った場合に限り、算定可能である。したがって、

下記の例においては、Ａ、Ｂは算定可能であるが、１０日を過ぎて情報提供をおこなったＣについ

ては算定することができない。  

 <例> 

6/1      7/1      7/5  7/7  7/10   7/12 

                                

   介護保険    介護保険  入  情   ６    情 

ｻｰﾋﾞｽ利用   ｻｰﾋﾞｽ利用 院  報   月    報 

あり     なし      提   分    提 

      情報提供Ａ    供   請    供 

Ｂ   求    Ｃ 
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７ 退院・退所加算  
 

病院若しくは診療所への入院又は地域密着型介護老人福祉施設、若しくは介護保険施設へ入所して

いた者の退院又は退所にあたって、当該病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提

供を受けたうえで、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関す

る調整を行った場合、【３００単位／回（※３回を限度に算定）】を加算する。 

 
○ 原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ましいが、 退院後７日

以内に情報を得た場合には算定可能。 

 ○ 初回加算を算定する場合は、算定できない。  

  ○ 同一日に必要な情報提供を複数回受けた場合又は会議（カンファレンス）に参加し

た場合でも、１回として算定する。  

  ○ 「利用者に関する必要な情報」については標準様式例（「居宅介護支援費の退院・

退所加算に係る様式例の提示について」(平成21年老振発第0313001号))を参照。  

 ○ 入院又は入所期間中、３回まで算定することができる。  

 ○ ただし、３回算定する場合は、３回のうち１回について、入院中の担当医等との会議（カンフ

ァレンス）に参加して、退院後の在宅での療養上必要な説明(※２)を行った上で、居宅サービス計

画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行う必要があります。 

  ○ 入院中の担当医の会議(カンファレンス)に参加した場合は、標準様式例を使用する

のではなく、当該会議(カンファレンス)等の日時、開催場所、出席者、内容等について

居宅サービス計画等に記録し、利用者又は家族に提供した文書の写しを添付すること。 

 ○ 医師等からの要請がなくても、介護支援専門員が、あらかじめ医療機関等の職員と

面談に係る日時等の調整を行った上で、情報を得た場合にも算定可能。  

 

 ※ 療養上必要な説明とは、診療報酬の算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５９号）

別表第１医科診療報酬点数表の退院時共同指導料２の注３の対象となるものを指す。  

  ※退院時共同指導料２  

 注３ （中略） 入院中の保険医療機関の保険医が、当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関 

  の保険医若しくは看護師等、保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士、保険薬局 

  の保険薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等（准看護師を除く。）又は居宅介護支援事業者の介護

   支援専門員のうちいずれか３者以上と共同して指導を行った場合に、所定点数に2,000点を加算する。 

 
  ※退院・退所加算（Ⅰ）・（Ⅱ）とありますが、Ｑ＆Ａが示された当時のままの文章を掲載しています。 

平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.１）  

（問６５）算定する月  

  退院・退所加算（Ⅰ）・（Ⅱ）の算定に当たり、居宅サービス又は地域密着型サービスを利用した

場合、具体的にいつの月に算定するのか。 

 

（答）  

退院又は退所に当たって、保険医療機関等の職員と面談等を行い、利用者に関する必要な情報の提

供を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調

整を行った場合で、当該利用者が居宅サービス又は地域密着型サービスの利用を開始した月に当該加

算を算定する。 
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  ただし、利用者の事情等により、退院が延長した場合については、利用者の状態の変化が考えられ

るため、必要に応じて、再度保険医療機関等の職員と面談等を行い、直近の情報を得ることとする。

なお、利用者の状態に変化がないことを電話等で確認した場合は、保険医療機関等の職員と面談等を

行う必要はない。 

 

 

 （問６６）退院後に一定期間サービスが提供されない場合  

病院等の職員と面談等を行い、居宅サービス計画を作成したが、利用者等の事情により、居宅サー

ビス又は地域密着型サービスを利用するまでに、一定期間が生じた場合の取扱いについて示されたい。

 

 （答）  

  退院・退所加算（Ⅰ）・（Ⅱ）については、医療と介護の連携の強化・推進を図る観点から、退 

 院・退所時に、病院等と利用者に関する情報共有等を行う際の評価を行うものである。また、当 

 該情報に基づいた居宅サービス計画を作成することにより、利用者の状態に応じた、より適切な 

 サービスの提供が行われるものと考えられることから、利用者が当該病院等を退院・退所後、一 

 定期間サービスが提供されなかった場合は、その間に利用者の状態像が変化することが想定され 

 るため、行われた情報提供等を評価することはできないものである。このため、退院・退所日が 

 属する日の翌月末までにサービスが提供されなかった場合は、当該加算は算定することができな 

 いものとする。 

 

<例> 

      退院・退所日 

  6/20     6/27    7/1       8/1           

 

          ｻｰﾋﾞｽ提供なし サービス提供なし  ８月から 

                              サービス提供開始 

                     算定不可 

 平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.２）  
 
 （問２９）情報提供書の取扱い・誰が記入するか 

  退院・退所加算（Ⅰ）・（Ⅱ）の標準様式例の情報提供書の取扱いを明確にされたい。また、情 

 報提供については、誰が記入することを想定しているのか。  

 

 （答）  

  退院・退所加算（Ⅰ）・（Ⅱ）の標準様式例の情報提供書については、介護支援専門員が病院、 

 診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、適切なケアプラン 

 の作成に資するために、利用者に関する必要な情報の提供を得るために示したものである。 

  したがって、当該情報提供書については、上記の趣旨を踏まえ、介護支援専門員が記入するこ 

 とを前提としているが、当該利用者の必要な情報を把握している病院等の職員が記入することを 

 妨げるものではない。  

  なお、当該情報提供書は標準様式例であることを再度申し添える。  

退院・退所日が決まり、病院等の

職員と面談等を行い、居宅サービ

ス計画を作成 
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 平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）  

 (問７)転院等前の情報を居宅サービス計画に反映した場合  

  転院・転所前の医療機関等から提供された情報を居宅サービス計画に反映した場合、退

院・退所加算を算定することは可能か。  

 （答）  

  可能である。  

  退院･退所加算は、原則、利用者の状態を適切に把握できる退院･退所前の医療機関等との情報共有

に対し評価するべきものであるが、転院･転所前の医療機関等から提供された情報であっても、居宅

サービス計画に反映すべき情報であれば、退院･退所加算を算定することは可能である。 

  なお、この場合においても、退院･退所前の医療機関等から情報提供を受けていることは必要である。

 （問８）算定時期  

  ４月に入院し、６月に退院した利用者で、４月に１回、６月に１回の計２回、医療機関等から必要

な情報の提供を受けた場合、退院・退所加算はいつ算定するのか。  

 （答）  

  利用者の退院後、６月にサービスを利用した場合には ６月分を請求する際に、２回分の加算を算定

することとなる。 

  なお、当該月にサービスの利用実績がない場合等給付管理票が作成できない場合には、当該加算の

みを算定することはできないため、例えば、６月末に退院した利用者に、７月から居宅サービス計画

に基づいたサービスを提供しており、入院期間中に２回情報の提供を受けた場合は、７月分を請求す

る際に、２回分の加算を算定することが可能である。ただし、退院・退所後の円滑なサービス利用に

つなげていることが必要である。 

 平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）  

 

 （問１１０）加算の頻度  

  入院又は入所期間中につき３回まで算定できるとあるが、入院期間の長短にかかわらず、必要 

 の都度加算できるようになるのか、あるいは１月あたり１回とするのか。 

  また、同一月内・同一機関内の入退院（所）の場合はどうか。 
   
（答） 

利用者の退院・退所後の円滑な在宅生活への移行と、早期からの医療機関等との関係を構築してい

くため、入院等期間に関わらず、情報共有を行った場合に訪問した回数（３回を限度）を評価するも

のである。 

  また、同一月内・同一機関内の入退院（所）であっても、それぞれの入院・入所期間において 

 訪問した回数（３回を限度）を算定する。 

  
（問１１１） 

  病院に入院・退院し、その後老健に入所・退所した場合の算定方法は、次の①～③のいずれか。 

 ①  病院、老健でそれぞれ算定。  

 ②  病院と老健を合わせて算定。  

 ③  老健のみで算定。  

 （答）  

  退院・退所に当たっては、共有した情報に基づき居宅サービス計画を作成することにより、よ 

 り適切なサービスの提供が行われるものと考えられることから、利用者の状態を適切に把握でき 

 る直近の医療機関等との情報共有に対し評価すべきものであり、本ケースにおいては③で算定する。 
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８ 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算  
 

利用者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を小規模多

機能型居宅介護事業所に提供し、小規模多機能型居宅介護事業所における居宅サービス計画の作成

等に協力した場合に、【３００単位】を加算する。  

 
 ○ 介護支援専門員が小規模多機能型居宅介護事業所に出向き、利用者の居宅サービス

の利用状況等の情報提供を行うこと。  

 ○ 当該小規模多機能型居宅介護事業所について利用開始前６月以内に当該加算を算定

した利用者については、算定することができない。  

 ○ 利用者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合にのみ算定することができ

る。小規模多機能型居宅介護事業所に情報提供し、居宅サービス計画の作成等に協力

した場合であっても、結果的に利用者が小規模多機能型居宅介護のサービスの利用を

行わなかった場合には算定できない。  

 

 

９ 看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算  
 

  利用者が看護小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を看護

小規模多機能型居宅介護事業所に提供し、看護小規模多機能型居宅介護事業所における居宅サービ

ス計画の作成等に協力した場合に、【３００単位】を加算する。  

 
 ○ 介護支援専門員が、看護小規模多機能型居宅介護事業所に出向き、利用者の居宅サ

ービスの利用状況等の情報提供を行うこと。  

  ○ 利用開始日前６月以内において、当該看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用に

ついて当該加算を算定した利用者については、算定することができない。  

  ○ 利用者が看護小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合にのみ算定することが

できる。看護小規模多機能型居宅介護事業所に情報提供し、居宅サービス計画の作成等

に協力した場合であっても結果的に利用者が看護小規模多機能型居宅介護の利用を行

わなかった場合には算定できない。  

 

 

 

１０ 緊急時等居宅カンファレンス加算  
 

 病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪 

問し、カンファレンスを行い、必要に応じて、当該利用者に必要な居宅サービス又は地域密着型サ 

ービスの利用に関する調整を行った場合は、【２００単位／回】を加算する。  

 
  ○ 利用者１人につき、1月に２回を限度に算定                                 

  ○ 当該加算を算定する場合は、カンファレンスの実施日（指導した日が異なる場合は

指導日もあわせて）、カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名及びそのカンフ

ァレンスの要点を居宅サービス計画等に記載すること。                  
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○ 当該カンファレンスは、利用者の病状が急変した場合や、医療機関における診療方針

の大幅な変更等の必要が生じた場合に実施されるものであることから、利用者の状態像

が大きく変化していることが十分想定されるため、必要に応じて、速やかに居宅サービ

ス計画を変更し、居宅サービス及び地域密着型サービスの調整を行うなど適切に対応す

ること。  

 

  平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）  

 

 （問１１２）給付管理を行わない場合の取扱い  

  カンファレンス後に入院などで給付管理を行わない場合には、加算のみを算定できるのか。 

 

 （答）  

月の途中で利用者が入院した場合などと同様、居宅介護支援を算定できる場合には、当該加算も算

定することが出来るが、サービスの利用実績がない場合等給付管理票が作成できない場合は居宅介護

支援を算定することができないため、当該加算についても算定できない。  

 （問１１３）利用に関する調整を行わなかった場合  

  「必要に応じてサービスの利用に関する調整を行った場合」とあるが、結果として調整しなか 
  った場合も算定できるのか。  

 

 （答）  

  当該カンファレンスは、利用者の病状が急変した場合や、医療機関における診療方針の大幅な 変更

等の必要が生じた場合に実施されるものであることから、利用者の状態像等が大きく変化しているこ

とが十分想定されるところであるが、結果的に調整の必要性が生じなかった場合についても評価をす

るものであり算定できる。 

 

 

１１ 特別地域加算【体制等に関する届出が必要】  
 

 特別地域に所在する居宅介護支援事業所の介護支援専門員が居宅介護支援を行った場合は、所定 

単位数の【１００分の１５】に相当する単位数を所定単位数に加算する。  

 
 【岡山市における対象地域】  

離島振興対策地域 ・・・犬島  

振興山村・・・旧宇甘東村（下田・高津・宇甘・中泉）、  

旧宇甘西村（勝尾・紙工・虎倉）、  

旧竹枝村（大田・吉田・土師方・小倉）、  

旧上建部村（建部上・宮地・富沢・田地子・品田）  

 

 

１２ 中山間地域等における小規模事業所への加算【体制等に関する届出が必要】  

※平成２７年４月１日現在岡山市に所在する事業所は、当該加算の対象とはなりません。 
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 中山間地域等に所在する小規模事業所の介護支援専門員が居宅介護支援を行った場合は、所定単 

位数の【１００分の１０】に相当する単位数を所定単位数に加算する。  

 
 ○ 「中山間地域等」とは、特別地域加算対象地域以外の地域で、半島振興法、特定農山村法、過

疎地域自立促進特別措置法、豪雪地帯対策特別措置法、辺地に係る公共的施設の総合整備のための

財政上の特別措置等に関する法律に指定されている地域をいう。 

 ○ 「小規模事業所」とは、実利用者が２０人以下／月の居宅介護支援事業所をいう。  

 

 

１３ 中山間地域等に居住する者にサービスを提供した事業所への加算  
 

 居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、中山間地域等に居住している利用者に対して、通常の 

事業の実施地域を越えて、居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の【１００分の５】に相当す 

る単位数を所定単位数に加算する。  

 
 ○ 「中山間地域等」とは、半島振興法、特定農山村法、山村振興法、離島振興法、沖

縄振興特別措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法、

過疎地域自立促進特別措置法、豪雪地帯対策特別措置法、辺地に係る公共的施設の総

合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に指定されている地域をいう。  

 ○ 特別地域加算対象地域についても対象となる。  

  ○ 各事業者が、運営規程に定めている通常の事業実施地域を越えて、サービスを提供

する場合に認める。  

 

 平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.１）  

 

 （問１１）  

  特別地域加算（１５％）と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算（５％）、又は、 

 中山間地域等における小規模事業所加算（１０％）と中山間地域等に居住するものへのサービス 

 提供加算（５％）を同時に算定することは可能か。  

 

 （答）  

特別地域加算対象地域又は中山間地域等における小規模事業所加算対象地域にある事業所が通 

常のサービス実施地域を越えて別の中山間地域等に居住する利用者にサービスを提供する場合に 

あっては、算定可能である。  
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１４ その他  

 

 平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）  

 

 （問１１４）  

介護予防支援の運営基準において、業務委託の件数制限（介護支援専門員１人８件）が廃止され

るが、委託について一切制限はないのか。また、介護予防支援は２件を１件とカウントする方法及

び居宅介護支援事業所において４０件以上となった場合の逓減制はどのように取り扱うのか。 

 

 （答）  

   介護予防支援事業所から居宅介護支援事業所に対して、介護予防支援の業務を委託する場合は、 

 「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための 

 効果的な支援の方法に関する基準について」（厚生労働省老健局振興課長、老人保健課長連名通知） 

 の記載どおり、受託する居宅介護支援事業所における居宅介護支援の適正な実施に影響を及ぼさ 

 ないよう、委託する業務の範囲及び業務量について、十分配慮しなければならないものである。 

   また、居宅介護支援費の算定の際の介護予防支援の件数を２分の１でカウントする方法及び逓 

 減制の取扱いについては、適切なケアマネジメントを確保する観点から従来通りの取扱いとする。 

 

 

（問１１５）  

  定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と具体的にどのように連携するのか。  

 

 （答）  

  定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスについては、利用者の心身の状況に応じた柔軟な 

 対応が求められることから、居宅サービス計画に位置づけられたサービス提供の日時にかかわら 

 ず、居宅サービス計画の内容を踏まえた上で、計画作成責任者が定期巡回・随時対応型訪問介護 

 看護を提供する日時及びサービスの具体的な内容を定めることができるものであるが、この場合、 

 当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスを位置付けた居宅サービス計画を作成した介護 

 支援専門員に対して適宜、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を報告することとしている。 

  したがって、アセスメントからケアプランの作成等に至るケアマネジメントの流れは従前の介 

 護サービスと同様であるが、具体的なサービス提供の日時等は当該事業所において決定され、当 

 該事業所よりその内容について居宅介護支援事業所に報告することとしており、報告を受けた後に、 

 必要に応じて居宅サービス計画の変更等を行う必要がある。なお、当該変更が軽微な変更に該当 

 するかどうかは、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」（厚生省老 

 人保健福祉局企画課長通知）に記載したとおり「例えば、サービス提供日時の変更等で、介護支 

 援専門員が一連の業務を行う必要性がないと判断したもの」であるので留意する必要がある。 
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第２ 介護予防支援 

 

１ 介護予防支援費：４３０単位／月  

 

平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ 

 

（問２６）インフォーマルサービスのみの計画  

インフォーマルサービスのみの介護予防サービス計画について、介護予防支援費を算定することは

可能か。  

 

 （答） 

 介護予防給付の利用実績のない場合は、給付管理票を作成できないため、介護予防支援

費を算定することはできない。  

 

 

２ 初回加算  
 

  指定介護予防支援事業所において、新規に介護予防サービス計画を作成する利用者に対し指定介護予

防支援を行った場合、１月につき【３００単位】を加算する。  

 
 平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.２） 

 

（問１０）事業所が変更となった場合  

   介護予防支援業務を委託している居宅介護支援事業所が変更となった場合についても、初回加算

を算定することができるのか。また、転居等により介護予防支援事業所が変更となった場合はどうか。

 

 （答）  

  前者のケースについては、委託された居宅介護支援事業所は変更になっても、当該介護予防

支援事業所としては初めて当該利用者を担当するわけではないので、初回加算を算定すること

ができない。また、後者のように、転居等により介護予防支援事業所が変更となった場合につ

いては、介護予防支援事業所としては初めて当該利用者を担当するわけなので、初回加算を算

定することが可能である。 

  

（問１１）「新規」の考え方 

初回加算の算定要件である「新規」には、契約は継続しているが給付管理を初めて行う利用者を含

むと解してよいか。 

 

 （答）  

｢新規｣とは、初めて給付管理を行い、報酬請求を行う月について適用するものである。

したがって、従前より、契約関係は存在していた利用者についても、初めて報酬請求に至

った月において、初回加算を算定することが可能である。なお、この考え方については、

居宅介護支援費に係る初回加算についても、共通である。 
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（問１２）契約が実質的に継続している場合 

契約期間が終了したものの、その翌日に、再度、契約がされた場合については、再

度の契約時の際に初回加算は算定できるのか。  

 

 （答）  

初回加算については、実質的に、介護予防支援事業所が、初めて、利用者に対する対応

を行う際に、その手間等を評価するという趣旨であるので、契約が実質的に継続するよう

なケースについては、算定することはできない。 

 

 

３ 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算  
 

利用者が介護予防小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、当該利用者に

係る必要な情報を介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に提供し、介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所における介護予防サービス等の利用に係る計画の作成等

に協力した場合に、【３００単位】を加算する。  
 
 ○ 担当職員が、介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に出向き、利用者の介護予防

サービスの利用状況等の情報提供を行うこと。  

 ○ 当該介護予防小規模多機能型居宅介護事業所について利用開始前６月以内に当該加

算を算定した利用者については、算定することができない。  

 ○ 利用者が介護予防小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合にのみ算定するこ

とができる。介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に情報提供し、計画の作成等に

協力した場合であっても、結果的に利用者が介護予防小規模多機能型居宅介護のサー

ビスの利用を行わなかった場合には算定できない。  
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５ 特定事業所集中減算の届出（平成２７年度後期）について
 事 務 連 絡 

平成２８年２月１９日 

各指定居宅介護支援事業所 管理者 様

 岡山市長 大 森 雅 夫

平成２７年度後期の居宅介護支援費の算定に係る

特定事業所集中減算の取扱いについて

日頃から、介護保険サービスの適正な提供にご尽力いただき誠にありがとうございます。

 さて、居宅介護支援事業所においては、毎年度２回、判定期間内に作成された居宅サービス

計画について、特定事業所集中減算の算定手続きが必要となっております。 

つきましては、平成２７年度後期（平成２７年９月１日～平成２８年２月２９日）分につい

て、確実に特定事業所集中減算に係る算定を行い、算定の結果、紹介率最高法人を位置付けた

居宅サービス計画数の割合が８０％を超えたかどうかに関わらず、全ての居宅介護支援事業所

は、算定の結果を「特定事業所集中減算に係る届出書（様式１）」（８０％を超えている場合

であって、正当な理由(1)、(5)、(6）、(7)に該当する場合は、（様式２）も提出すること。）

に記載し、平成２８年３月１５日（火）までに提出してください。（８０％を超えない場合

はＦＡＸでの提出可。）

 ８０％を超えたことについて、「正当な理由」がある場合は減算の対象となりませんが、「正

当な理由」の有無は、事業所からの書類提出後、本市において個別に判断することとしており、

報告された理由を不適当と判断した場合は、特定事業所集中減算が適用されることとなります

のでご留意ください。

 また、提出期限まで提出がなく、８０％を超えている場合は、たとえ正当な理由（例、平均

計画件数が少ない等）があったとしても減算が適用されますのでご注意ください。

以上、特定事業所集中減算については、下記取扱いを岡山市事業者指導課ホームページに掲 

載しておりますので、ご確認ください。

記

１ 平成２７年度後期以降の取扱い及び報告書様式等は下記ホームページに掲載しています。 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ：

http://www.city.okayama.jp/hohuku/jigyousyasidou/jigyousyasidou_00199.html 
(1)「平成２７年度後期以降の岡山市における特定事業所集中減算の取扱いについて」 

（平成２７年８月制定）
(2)「特定事業所集中減算に係る届出書」（様式１） 

(3)「特定事業所集中減算に係る理由書」（様式２） 

(4)「サービス事業所の選択に係る理由書（サービスの質が高いことに限る）」（参考様式１） 

(5)「居宅サービス事業所の選択に係る確認書」（参考様式２） 

(6)特定事業所集中減算に係る Q&A（平成２７年度後期以降）Ｑ＆Ａは随時更新します

【担当】

 岡山市保健福祉局事業者指導課

地域密着事業者係 

Tel ０８６－２１２－１０１２

Fax ０８６－２２１－３０１０ 
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特定事業所集中減算（平成２７年度後期） 
提出フローチャート 

いずれかのサービスで８０％を超えている いずれのサービスも８０％を超えていない 

「特定事業所集中減算に係る届出書」

（様式１）を作成 

(様式１)のみを提出（ＦＡＸ不可） 

正当な理由(1)、(6)①～⑧、⑩～⑬に該当する

（様式１）及び（様式２）を提出(ＦＡＸ不可) 

（様式１）及び（様式２）に下記書類を添付して提出（ＦＡＸ不可） 

「特定事業所集中減算に係る届出

書」（様式１）を作成。郵送又はＦ

ＡＸで提出 

正当な理由(2)、(3)、(4)に該当する場合 正当な理由(1)、(5)、(6)、(7)に該当する場合

正当な理由が８０％を超えるそれぞれのサー

ビスについて、「特定事業所集中減算に係る

理由書」（様式２）を作成 

(5)に該当する → 判定期間中に居宅サービス計画を作成（変更）したかどうかに

関わらず、「サービス事業所の選択に係る理由書（サービスの質

が高いことに限る）」（参考様式１）を全員作成する(提出不要)。

(6)⑨、⑭、⑮に該当する

→ 判定期間中に居宅サービス計画を作成（変更）した利用者につい

ては、アセスメント及び居宅サービス計画の控えを（様式２）に添

付する。それ以外の利用者については、同程度の内容を作成のうえ

（任意様式）、提出する。

(7)に該当する → 判定期間中に居宅サービス計画を作成（変更）したかどうかに関わ

らず、「居宅サービス事業所の選択に係る確認書」(参考様式２)を全

員作成し、控えを（様式２）に添付する。
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1 

岡事指第９６１号

平成２７年８月２４日

指定居宅介護支援事業者 様

岡山市長 大森 雅夫 

（ 公 印 省 略 ）

居宅介護支援費の算定に係る平成２７年度後期以降の

特定事業所集中減算の取扱いについて

 特定事業所集中減算については、ケアマネジメントの質を確保する観点から、正当な

理由のない特定の事業所へのサービスの偏りが一定の割合を超える場合には減算の適

用とされてきましたが、平成２７年４月の報酬改定おいて、減算の適用割合が引き下げ

られ、対象サービスの範囲については、限定を外されたところです。

 このことに伴い、（別添１）のとおり「平成２７年度後期以降の岡山市における特定

事業所集中減算の取扱いについて」を定め、判定期間が平成２７年度後期以降の適用と

しますので、通知します。

 各指定居宅介護支援事業者におかれましては、事業所内に周知していただくとともに、

制度の理解、運用に十分留意してくださいますようお願いします。

記

１ 「平成２７年度後期以降の岡山市における特定事業所集中減算の取扱いについて」

（別添１）として添付

２ 平成２７年度後期以降の報告書様式はホームページに掲載しています。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ：

http://www.city.okayama.jp/hohuku/jigyousyasidou/jigyousyasidou_00115.html 

(1)「特定事業所集中減算に係る届出書」（様式１）

(2)「特定事業所集中減算に係る理由書」（様式２）

(3)「サービス事業所の選択に係る理由書（サービスの質が高いことに限る）」（参考

様式１）

(4)「居宅サービス事業所の選択に係る確認書」（参考様式２）

３ 判定期間が平成２７年度後期における留意事項

（別添１）「３ 正当な理由の範囲」において、作成や提出が必要となっている書

類について、平成２７年度後期においては下記のとおりお願いします。

(1) 正当な理由(5)に係る「サービス事業所の選択に係る理由書」(参考様式１) 
紹介率最高法人の事業所を位置付けた利用者については、判定期間中に居宅サー

ビス計画を作成（変更）したかどうかに関わらず、全員作成してください。
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(2) 正当な理由(6)⑨、⑭、⑮に該当する利用者に係るアセスメント及び居宅サービ

ス計画

紹介率最高法人の事業所を位置付けた利用者については、判定期間中に居宅サー

ビス計画を作成（変更）した利用者について提出してください。それ以外の利用者

については、同程度の内容を作成のうえ（任意様式）、提出しください。

(3) 正当な理由(7)に係る「居宅サービス事業所の選択に係る確認書」(参考様式２) 
紹介率最高法人の事業所を位置付けた利用者については、判定期間中に居宅サー

ビス計画を作成（変更）したかどうかに関わらず、全員作成及び提出してください。

４ 判定期間が平成２７年度後期の届出提出期限 平成２８年３月１５日(火) 

５ その他

本通知に係る疑義照会・質問は、原則として「質問票」（ホームページに掲載し

ています）により、ＦＡＸにて送信してください。

【担当】

岡山市保健福祉局事業者指導課地域密着事業者係

〒７００－０９１３

岡山市北区大供三丁目１－１８ ＫＳＢ会館４階

電話：（０８６）２１２－１０１２

ＦＡＸ：（０８６）２２１－３０１０
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１

（別添１）

平成２７年度後期以降の岡山市における特定事業所集中減算の取扱いについて

平成２７年８月  

岡山市事業者指導課 

１ 特定事業所集中減算の概要
 「特定事業所集中減算」は、正当な理由なく、当該指定居宅介護支援事業所において判定期間

（６か月間）における居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護、訪問入浴介護、訪問看

護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短

期入所療養介護、特定施設入居者生活介護（利用期間を定めて行うものに限る。）、福祉用

具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、

小規模多機能型居宅介護（利用期間を定めて行うものに限る。）、認知症対応型共同生活介

護（利用期間を定めて行うものに限る。）、地域密着型特定施設入居者生活介護（利用期間

を定めて行うものに限る。）又は看護小規模多機能型居宅介護（利用期間を定めて行うもの

に限る。）（以下「訪問介護サービス等」という。）それぞれの提供総数のうち、同一の法

人によって提供されたものの占める割合が８０％（端数処理については、小数点以下第２位

を四捨五入とする。）を超えている場合に、減算適用期間にすべての居宅介護支援費が２００

単位の減算となるもの。 

２ 判定及び減算適用期間と届出について

 (1)判定期間と減算適用期間

判定期間 市への届出 減算適用期間

前期 ３月１日～８月末日 ９月15日まで 10月１日～３月31日

後期 ９月１日～２月末日 ３月15日まで ４月１日～９月30日

(2)判定方法及び市への届出等

ア 全ての居宅介護支援事業所は、様式１により、判定期間に作成した居宅サービス計

画のうち、訪問介護サービス等を位置付けた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、

訪問サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人（以下「紹介率最高法

人」という。）を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算すること。

イ 全ての事業所は、算定の結果を「特定事業所集中減算に係る届出書（様式１）」に記載 

し、判定期間の翌月１５日までに、必要書類（紹介率最高法人の紹介率が８０％）を超え

ている場合であって、正当な理由がある場合については、様式２も作成すること。）を岡

山市事業者指導課に１部提出すること。（８０％を超えない場合でも提出してください。

８０％を超えない場合はＦＡＸでの提出可。）

ウ 提出された届出書のうち、８０％を超えた事業所に対して、特定事業所集中減算の適 

用となるかどうかについて通知する。 

エ 特定事業所集中減算の判定に関する書類は、判定期間に対応する減算適用期間が完結

してから５年間保存しておくこと。

３ 正当な理由の範囲

 特定事業所集中減算の適用の対象外となる「正当な理由」については、次のいずれかに該

当する場合とします。

(1) 居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域に、訪問介護サービス等が各サービスごと

でみた場合に５事業所未満である場合 

(2) 居宅介護支援事業所が特別地域居宅介護支援加算を算定している場合 

(3) 判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画件数が２０件以下である場合
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２

(4) 判定期間の１月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられ

た計画件数が１月当たり平均１０件以下である場合

(5) サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した結果、特定の事業者に集中し

ていると認められる場合 

ア 特定事業所加算を算定している訪問介護事業所を位置付けた居宅サービス計画 

イ 事業所評価加算を算定している介護予防通所介護事業所又は介護予防通所リハビリテ

ーション事業所と一体的に事業を行っている通所介護事業所又は通所リハビリテーショ

ン事業所を位置付けた居宅サービス計画 

ウ 療養通所介護事業所を位置付けた居宅サービス計画 

   エ 看護体制強化加算を算定している訪問看護事業所を位置付けた居宅サービス計画 

【要作成】(5)ア～エについては、サービスの質が高いことを理由に、利用者が事業所を

希望した（選択した）ことについて、居宅サービス計画の新規作成及びその

変更の際に、「（参考様式１）サービス事業所の選択に係る理由書」を作成

することが必要です（提出不要。実地指導時等に確認します）。 

(6) 次のいずれかに該当する居宅サービス計画

① 【訪問介護】通院等乗降介助の体制を届け出ている事業所が居宅介護支援事業所の通 

常の事業の実施地域に５事業所未満である場合において、当該事業所において通院等乗降

介助を位置づけている居宅サービス計画 

② 【訪問介護・訪問看護】深夜（午後１０時から午前６時までの時間をいう。）又は休日

のサービスを位置付けている居宅サービス計画 

③ 【医療サービス以外】登録喀痰吸引等事業者又は登録特定行為事業者として登録され 

ている事業者である場合において、当該登録事業所において喀痰吸引等を位置付けている

居宅サービス計画 

④ 【通所介護・通所リハビリテーション・認知症対応型通所介護】土曜日及び日曜日に営

業している事業所又は延長加算を算定している事業所が居宅介護支援事業所の通常の事

業実施地域に５事業所未満である場合において、土曜日又は日曜日のサービス又は延長加

算を位置付けている居宅サービス計画

⑤ 【通所介護・通所リハビリテーション・認知症対応型通所介護】口腔機能向上加算を

算定している事業所が居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域に５事業所未満であ

る場合において、当該加算を位置付けている居宅サービス計画 

⑥ 【通所介護・通所リハビリテーション・認知症対応型通所介護】栄養改善加算、リハ

ビリテーションマネジメント加算Ⅱのいずれかの体制を届け出ている事業所において、当

該加算又は短期集中個別リハビリテーション実施加算、認知症短期集中リハビリテーショ

ン実施加算、生活行為向上リハビリテーション加算を位置付けている居宅サービス計画 

⑦ 【通所リハビリテーション・短期入所療養介護】重度療養管理加算を位置付けている 

居宅サービス計画 

⑧ 【通所介護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護・短期入所療養介護・認知 

症対応型通所介護・認知症対応型共同生活介護（短期利用）】若年性認知症利用者受入加

算を位置付けている居宅サービス計画 
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３

⑨ 【医療サービス】医療保険の通所リハビリテーション等の給付対象であった者が、引き

続き介護保険の同サービスを利用する場合、又は、病院に入院中にリハビリテーションを

受けていた者が、退院後、同医療機関の通所リハビリテーション等を利用する場合であっ

て、引き続き同事業所を利用することによって、利用者により適切な援助が可能である場

合。 

  【要添付】アセスメント及び居宅サービス計画に上記の旨を明記し、その写しを添付す 

ること。 

⑩ 【訪問看護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護】特別管理加算を位置づけている居宅

サービス計画 

⑪ 【訪問リハビリテーション】リハビリテーションマネジメント加算Ⅱの体制を届け出て

いる事業所において、当該加算を位置づけている居宅サービス計画 

⑫ 【短期入所生活介護】個別機能訓練加算又は医療連携強化加算を位置付けている居宅サ

ービス計画 

⑬ 【短期入所生活介護・短期入所療養介護・認知症対応型共同生活介護（短期利用）】利

用開始時に、認知症行動・心理症状緊急対応加算又は緊急短期入所受入加算を位置付けて

いる。 

⑭ 【訪問系】訪問介護サービス等の事業所の通常の実施地域に利用者の居住地を対象と 

している事業所が、５事業所未満である場合 

【要添付】アセスメント及び居宅サービス計画に上記の旨を明記し、その写しを添付す 

ること。 

⑮ 【通所系】通所サービス事業所等の送迎に片道３０分以内（居宅から半径５㎞圏内） 

で利用できるサービス事業所が５事業所未満である場合。 

【要添付】アセスメント及び居宅サービス計画に上記の旨を明記し、その写しを添付す 

ること。 

  (7) 計画作成及び変更時に適正なケアマネジメントを実施し、利用者の希望、ニーズ、解決

すべき課題、課題の解決のための援助ができる事業所を検討した結果、当該事業所を位置

付けることが客観的に適正であると判断される場合

（例）・利用者の心身の状態により必要とされる訪問看護等に対して、対応が可能な事業

所が限られている、又はサービスの質が高い事業所による対応が求められる場合

・主治医と訪問看護事業所等の緊密な連携により、医療・介護の相乗効果が得られる

と考えられる場合 

・市町村等行政機関（地域包括支援センターを含む。）から紹介された支援が困難 

な事例に係る者の居宅サービス計画 

・地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意

見・助言を受けており、その中で紹介率最高法人である事業所を位置付けることが

適正であると判断された居宅サービス計画

【注意】単に「利用者がその事業所を希望したから」というだけでは正当な理由に該当す

るとは認められません。

【注意】(6)①～⑮と同等以上又はやむを得ない理由であることが必要です。当該理由が

適正なものかを個別に判断します。内容によっては認められない場合もあります。

【要添付】「（参考様式２）居宅サービス事業所の選択に係る確認書」に記載し、その

写しを添付すること。

51



４

(8) 災害等のやむを得ない理由により、サービスを提供できる事業所が限定された等の利用

者の居宅サービス計画を除外して計算すると、８０％以下となる場合

４ 判定に当たっての注意事項

(1)「特定事業所集中減算に係る届出書」は法人単位ではなく、指定居宅介護支援事業所ご

とに作成すること。

(2)居宅サービス計画数を算定する場合、また、利用者数を算定する場合に、委託を受けて

介護予防サービス計画を作成している要支援者については算定しない。

(3)給付管理を行った件数を算定すること。居宅サービス計画に位置付けたが、利用がなか

った場合は、件数に算定しないこと。

(4)月遅れで給付管理を行った場合は、給付管理を行った月ではなく、実際に居宅サービス

の利用があった月で算定すること。 

  (5)利用者自身によるサービスの選択に資するよう、介護支援専門員は、地域のサービス事業

所に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対し提供して

ください。（「岡山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める

条例」第１６条第５項） 

（参考資料例） 

・岡山県介護サービス情報公表システム 

・各居宅サービス事業所のパンフレット 

・岡山県下各ステーション情報（一般社団法人岡山県訪問看護ステーション連絡協議会ＨＰ掲載のもの）

・その他各居宅介護支援事業所で作成した説明資料 他 

  (6)３(１)等において、訪問看護等みなし指定のあるサービスについては、介護給付費の請求

があるかどうかなど介護保険事業の実態を踏まえ、事業所数に含むこととなります。みな

し指定の事業所のリストについては、前期は２月、後期は８月に事業者指導課ホームペー

ジに掲載したものを基準としますので、ご確認ください。

５ その他

(1)８０％を超えた事業所に対して、減算の適用となるかどうかについて後日通知します。

 なお、「正当な理由」の要件を形式的に満たした場合であっても、市が実施する検査等に

より、サービス提供の実態がいわゆる「囲い込み」と判断された場合には、減算の対象とな

るとともに、判定の内容に不正や虚偽があった場合には、介護保険法第８４条第１項第４号

及び第６号の規定により、指定が取り消されることもありますので、判定に当たっては遺漏

のないようにお願いします。 

(2)平成２８年度前期（判定期間が平成２８年３月～８月のもの）以降における、判定した割

合が８０％を超え、正当な理由がある場合の再計算について 

   「平成 27 年度介護報酬改定に関する Q＆A（Vol.2）（平成 27 年４月 30 日）」(問２８)（ホ

ームページに掲載）において、この度国により計算方法が示されております。 

平成２７年度後期（判定期間が平成２７年９月～平成２８年２月のもの）については、こ

れまでどおりの計算方法により再計算し、８０％以下となった場合は、減算を適用しないこ

ととしておりますが、平成２８年度前期以降については、現在のところ再計算の際に、正当

な理由に該当する計画は、「紹介率最高法人の居宅サービス計画数」だけでなく、「居宅サー

ビス計画数」からも除くこととなる予定です。（詳細は平成２７年度集団指導の際に示しま

す）。 
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岡　山　市　長　　様

届出者

印

3 3

ふりがな

名　　称

電話

１　判定期間における居宅サービス計画数
３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

９月 10月 11月 12月 １月 ２月

件

２　訪問介護の状況

a

A

％

件

３　通訪問入浴介護の状況

ｂ

Ｂ

％

件判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画数（１０件以下の場合、正当な理由あり）

特別地域居宅介護支援加算の
有無（どちらか○で囲む）

有　　・　　無

判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画数 （２０件以下の場合、正当な理由あり）

判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画数（１０件以下の場合、正当な理由あり）

紹介率最高法人の

名称

住所

代表者名

様式１

平成　　年　　月　　日

法人名称

代表者の職・氏名

法人所在地

訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数

記載者氏名

後期

特定事業所集中減算に係る届出書

事業所名

事業所番号

FAX

（〒　　　　　－　　　　　　　　）

訪問介護を位置付けた居宅サービス計画数

いずれかの
サービスで
80％を超え
ている状況

年度

割合（Ａ÷a×１００）　※小数点第１位まで表示

（「２　該当あり」の場合、正当な理由の届け出）

判定期間における居宅サービス計画の総数

判定期間

所在地

事
業
所

紹介率最高法人の
住所

名称

計
前期該当に○

をする
平成

代表者名

事業所名

訪問入浴介護を位置付けた居宅サービス計画数

訪問入浴介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数

割合（Ｂ÷ｂ×１００）　※小数点第１位まで表示

1
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４　訪問看護の状況 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 計

ｃ

Ｃ

％

件

５　訪問リハビリテーションの状況

d

D

％

件

６　通所介護の状況

e

E

％

件

７　通所リハビリテーションの状況

ｆ

Ｆ

％

件

８ 短期入所生活介護の状況

ｇ

Ｇ

％

件

判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画数（１０件以下の場合、正当な理由あり）

判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画数（１０件以下の場合、正当な理由あり）

判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画数（１０件以下の場合、正当な理由あり）

判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画数（１０件以下の場合、正当な理由あり）

割合（Ｇ÷ｇ×１００）　※小数点第１位まで表示

紹介率最高法人の

名称

住所

代表者名

事業所名

判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画数（１０件以下の場合、正当な理由あり）

事業所名

短期入所生活介護を位置付けた居宅サービス計画数

短期入所生活介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数

通所リハビリテーションを位置付けた居宅サービス計画数

通所リハビリテーションに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数

割合（Ｆ÷ｆ×１００）　※小数点第１位まで表示

紹介率最高法人の

名称

住所

代表者名

紹介率最高法人の

名称

住所

代表者名

事業所名

訪問リハビリテーションに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数

割合（D÷ｄ×１００）　※小数点第１位まで表示

割合（Ｃ÷ｃ×１００）　※小数点第１位まで表示

紹介率最高法人の

名称

住所

代表者名

事業所名

訪問リハビリテーションを位置付けた居宅サービス計画数

住所

事業所名

割合（E÷e×１００）　※小数点第１位まで表示

通所介護を位置付けた居宅サービス計画数

通所介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数

名称

紹介率最高法人の
代表者名

訪問看護を位置付けた居宅サービス計画数

訪問看護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数

2
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９ 短期入所療養介護の状況 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 計

ｈ

Ｈ

％

件

10

ｉ

Ｉ

％

件

11　福祉用具貸与の状況

ｊ

Ｊ

％

件

12 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の状況

k 

Ｋ

％

件

13 夜間対応型訪問介護の状況

l

L

％

件

判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画数（１０件以下の場合、正当な理由あり）

判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画数（１０件以下の場合、正当な理由あり）

判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画数（１０件以下の場合、正当な理由あり）

判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画数（１０件以下の場合、正当な理由あり）

紹介率最高法人の

名称

住所

代表者名

事業所名

短期入所療養介護を位置付けた居宅サービス計画数

短期入所療養介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数

特定施設入居者生活介護（利用期間を定めて行うもの）の状況

紹介率最高法人の

名称

住所

代表者名

事業所名

夜間対応型訪問介護を位置付けた居宅サービス計画数

夜間対応型訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数

割合（Ｌ÷ｌ×１００）　※小数点第１位まで表示

割合（Ｋ÷ｋ×１００）　※小数点第１位まで表示

紹介率最高法人の

名称

住所

代表者名

事業所名

事業所名

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を位置付けた居宅サービス計画数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数

判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画数（１０件以下の場合、正当な理由あり）

特定施設入居者生活介護を位置付けた居宅サービス計画数

特定施設入居者生活介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数

割合（I÷i×１００）　※小数点第１位まで表示

紹介率最高法人の

名称

住所

代表者名

事業所名

割合（Ｈ÷ｈ×１００）　※小数点第１位まで表示

住所

福祉用具貸与を位置付けた居宅サービス計画数

名称

福祉用具貸与に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数

紹介率最高法人の

割合（J÷ｊ×１００）　※小数点第１位まで表示

代表者名

3
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14 認知症対応型通所介護の状況 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 計

m

M

％

件

15

n

N

％

件

16

o

О

％

件

17

ｐ

Ｐ

％

件

判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画数（１０件以下の場合、正当な理由あり）

判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画数（１０件以下の場合、正当な理由あり）

判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画数（１０件以下の場合、正当な理由あり）

判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画数（１０件以下の場合、正当な理由あり）

看護小規模多機能型居宅介護介護（利用期間を定めて行うもの）の状況

代表者名

事業所名

事業所名

小規模多機能型居宅介護を位置付けた居宅サービス計画数

小規模多機能型居宅介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数

小規模多機能型居宅介護（利用期間を定めて行うもの）の状況　　

紹介率最高法人の

名称

住所

代表者名

事業所名

看護小規模多機能型居宅介護を位置付けた居宅サービス計画数

看護小規模多機能型居宅介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数

割合（Ｐ÷ｐ×１００）　※小数点第１位まで表示

認知症対応型共同生活介護（利用期間を定めて行うもの）の状況

紹介率最高法人の

名称

住所

代表者名

事業所名

GHを位置付けた居宅サービス計画数

GHに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数

割合（О÷ｏ×１００）　※小数点第１位まで表示

割合（Ｎ÷ｎ×１００）　※小数点第１位まで表示

紹介率最高法人の

名称

住所

認知症対応型通所介護を位置付けた居宅サービス計画数

認知症対応型通所介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数

割合（Ｍ÷ｍ×１００）　※小数点第１位まで表示

紹介率最高法人の

名称

住所

代表者名

4
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（参考様式１）

サービス事業所の選択に係る理由書

（サービスの質が高いことに限る）

１ サービス名：

２ 居宅サービス計画作成(変更)日：平成 年 月 日

３ 居宅サービス計画に位置づけた居宅サービス事業所

事業所番号 事業所名 法人名

４ 上記サービス事業所を選択した、サービスの質が高いことの具体的理由

※ サービスの質が高いとは、裏面（別表）に該当する事項。サービスの質が高いことを理由に事

業所を選択した場合に記入すること。また、このことが利用者にどのような効果があると期待さ

れるのかを記入すること。

※当理由書の内容によっては、「正当な理由」と判断できない場合があります。

５ 居宅サービス計画作成者 事業所名：

介護支援専門員名：

 私は、上記の居宅サービスの提供を受けるにあたり、上記３に記載された理由により、当該事業所を

選択しました。

平成  年  月  日

利用者氏名： （署名又は押印）

（裏面もご覧ください）
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（別表）「平成 27 年度後期以降の岡山市における特定事業所集中減算の取扱いについて」における３（5）

ア～エの該当事項 

サービス名 サービスの質が高いことの内容 

訪問介護 特定事業所加算を算定している 

通所介護 事業所評価加算を算定している介護予防通所介護事業所と一体的に

事業を行っている 

通所リハビリ

テーション 

事業所評価加算を算定している介護予防通所リハビリテーション事

業所と一体的に事業を行っている 

通所介護 療養通所介護事業所の届出をしている 

訪問看護 看護体制強化加算を算定している 
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（参考様式２）

1 利用者名　：

2 サービス名：

3 居宅サービス計画作成（変更）日：平成　　年　　月　　日

4

事業所名 法人名

5

6

事業所名 法人名

1

2

3

4

5

※

7

１　介護サービス情報公表システム

２　市町村が発行する事業所一覧表　　３　各サービス事業所のパンフレット

8

居宅サービス事業所の選択に係る確認書

事業所番号

居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業所

上記事業所を位置付けることが適正であると判断した主な理由

※当確認書の内容によっては、「正当な理由」と判断できない場合があります。

※　利用者の希望、ニーズ、解決すべき課題、課題の解決のための援助の内容を記載し、そのこ
とを踏まえ情報提供した事業所を下記６に記載すること。検討の結果、上記４の事業所を位置付
けることが客観的に適正であると判断した内容を記載してください。

利用者及びその家族に対して情報提供をした他事業所

欄が不足する場合は、別紙としてください。

情報提供に使用した資料（○印をつけてください。）

５　その他の資料（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

４　岡山県下各ステーション情報（一般社団法人 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会ＨＰ掲載）

介護支援専門員名：

居宅介護支援事業所名：

事業所番号

確認者
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番号 分類 問い 答

1 全般
　特定事業所集中減算の算定に当たって、対象とな
る「特定事業所」の範囲は、同一法人単位で判断す
るのか、あるいは、系列法人まで含めるのか。

　同―法人格を有する法人単位で判断されたい。

2 全般

　居宅介護支援事業者が作成し、都道府県知事に提
出する書類について、判定期間における居宅サービ
ス計画の総数等を記載するように定められている
が、サービスの限定が外れることに伴い、事業所の
事務量の負担が増大することを踏まえ、訪問介護
サービス等のそれぞれの紹介率最高法人の名称、
住所、事業所名及び代表者名等について、80％を超
えたサービスのみ記載する等、都道府県の判断で適
宜省略させても差し支えないか。

　各サービスの利用状況を適切に把握することが
必要であることから、従前のとおり取扱うこととす
る。

3 全般

　今般の改定により特定事業所集中減算の対象
サービスの範囲について限定が外れたが、1つの
サービスにおいて正当な理由がなく８０％を越えた場
合は全利用者について半年間減算と考えてよいか。

　ご指摘のケースについて、当該サービスについて
正当な理由がなく８０％を超えた場合は、従前のと
おり減算適用期間のすべての居宅介護支援費につ
いて減算の適用となる。

4 全般
　「居宅サービス計画の数」とは、実際にサービス提
供がなされ、給付管理を行った計画数のことか。

　そのとおり。当月の居宅サービス計画を作成した
が、当月中に居宅サービス計画の利用実績がどの
サービスもない場合、当月分の給付管理は行われ
ないことから、当月分の居宅サービス計画数に含め
ない。

5 全般
　要介護認定の更新結果が遅れたため、９月の給付
管理を１１月に提出した場合は、何月分の計画件数
として取り扱えばよいか。

　給付管理を何月に提出したかにかかわらず、実際
にサービスが行われた月の計画件数として取り扱う
ため、9月分として数えます。

6 全般 　介護予防は件数に含まれるか。 　含まれない。

7 全般
　正当な理由（２）～（４）は、（様式１）のみの提出でよ
いか。

　そのとおり。「提出フローチャート」を参考にしてく
ださい。

8 全般
　同率の紹介率最高法人がある場合、（様式１）にど
のように記載すればよいか。

（様式１）にどちらか１法人を記載し、適宜別の紙
を利用して別の法人を記載してください。（様式１）エ
クセルを加工し、行を挿入して記載しても構いませ
ん

9
計算
方法

　留意事項通知の第三の10の（４）の⑤の（例）につ
いて、意見・助言を受けている事例が１件でもあれば
正当な理由として集中減算の適用除外となるか。（下
記事例の場合に①・②のどちらになるか）
（例）
居宅サービス計画数：１０２件
A訪問介護事業所への位置付け：８２件（意見・助言
を受けている事例が１件あり）
①助言を受けているため正当な理由ありとしてA事業
所に関する減算不要。
８２÷１０２×１００≒８０．３％　…正当な理由として減
算なし
②助言を受けている１件分について除外。
８１÷１０１×１００≒８０．１％　…減算あり

　居宅サービス計画に位置づけるサービスについ
ては、個々の利用者の状況等に応じて個別具体的
に判断されるものであることから、②で取り扱うこと
とする。

10
計算
方法

　判定期間が平成２８年度前期以降の再計算方法に
ついて、訪問介護を位置付けている計画数が９０件
で、９０件（利用者１５人）が同じ事業所を利用してい
る場合、正当な理由が１８件（利用者３人）あれば８
０％以下になるか。

　計算方法については、分子、分母の両方から同じ
数を引きます。（問い）の具体的な計算を示すと、
（９０－１８）÷（９０－１８）＝７２÷７２＝１００％
　紹介率が１００％の場合、全件正当な理由がなけ
れば、８０％以下にはなりません。

11
計算
方法

　訪問リハを位置付けた判定期間中の合計計画数が
８０件で、そのうちＡ事業所を位置付けた計画数が７
５件であった。うち、１８件（月３人）に正当な理由が
あった場合、平成２７年度後期と平成２８年度前期で
は、計算はどのようになるのか。

○平成２７年度後期の計算方法
　（７５－１８）÷８０＝７１.３％　…　減算不要
○平成２８年度後期以降
　（７５－１８）÷（８０－１８）＝９１.９％　…　減算あり

特定事業所集中減算に係るＱ＆Ａ
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番号 分類 問い 答

12
計算
方法

　末期の悪性腫瘍のため、医療保険の訪問看護を利
用している場合は、「訪問看護を位置付けた居宅
サービス計画数」に含めないか。

　そのとおり。通所リハビリテーション、訪問リハビリ
テーションも同様。

13
計算
方法

　一人の利用者につき、正当な理由（６）①～⑮、（７）
に複数該当する場合は、該当する複数分、計画数か
ら除いたらよいか。

　複数の理由が存在する場合は、どれか一つの理
由を選択し、利用者１名につき、１件のみ計画数か
ら除いてください。

14
計算
方法

　「８０％を超えた場合」とは、計算の結果端数処理は
どのようになるのか。

　端数処理については、小数点以下第２位を四捨
五入した結果、
　①７９．９９％　→　８０．０％　…減算にはならない
　②８０．０５％　→　８０．１％　…減算の対象になる

15
正当
な理
由

　利用者が希望したことによって、特定の法人の事業
所に集中した場合は、正当な理由となるか。

　単に「利用者が希望したから」では正当な理由に
該当しません。利用者が希望するに至った理由に
ついて、正当な理由のいずれかに該当していなけ
ればなりません。

16
正当
な理
由

　訪問看護の場合、ケアプランに位置付けようとする
時点で主治医と利用者との間で既に事業所が選択さ
れていることが多く、これにより紹介率が８０％を超え
ることについては正当な理由に該当すると考えてよ
いか。

　「主治医と利用者との間で既に事業所が選択され
ている」、「主治医の指示による」だけでは、正当な
理由に該当しません。利用者が当該訪問看護事業
所を選択するに至った理由について、正当な理由
のいずれかに該当していなければなりません。

17 (1)
　「居宅介護支援事業所の通常の実施地域に、サー
ビス事業所が各サービスごとで見た場合に５事業所
未満である」とはどのように判断すればよいか。

　下記①～③のいずれかに該当すれば、正当な理
由と判断します。
①判定期間の初日の事業所数が５事業所未満の
場合
②判定期間中の当該事業に係る毎月の事業所数
（毎月１日現在の事業所数)の平均が５事業所未満
の場合
③判定期間中に運営規程の「通常の事業の実施地
域」を変更したことによって、変更日に５事業所未満
であった場合
　ただし、③については、判定期間が平成２７年度
後期にのみ適用します。（「正当な理由の範囲」の
公表が平成２７年８月下旬であったため)
　また、医療系みなし指定事業所の判定期間中の
事業所数は、「みなし指定事業所一覧（判定期間毎
に掲載)」のとおりです。

18 (1)
　上記①～③の事業所数を数える際に、みなし指定
事業所数はどのように判断すればよいか。

　みなし指定事業所のうち、訪問看護、訪問リハに
ついては、ホームページに掲載している「みなし指
定事業所一覧（判定期間毎に掲載）」から変動がな
いものとします。
　通所リハ、短期療養については、①～③それぞれ
の時点の「サービスガイドブック」に掲載している事
業所数を確認してください。

19 (1)

今般の改正で訪問看護等のみなし指定のある
サービスが対象となっているが、正当な理由とし
てサービス事業所が少数であることをもって判断
する場合に、みなし事業所は通常の実施地域内の
事業所としてカウントするのかお聞きしたい。

　みなし指定の事業所について、介護給付費の請
求がないなど介護保険事業の実態を踏まえ、カウ
ントから外して差し支えない。
（注）介護給付費の請求事業所の確認については、
国民健康保険団体連合会から都道府県や保険者
に提供される適正化情報の「事業所別サービス状
況一覧表」が活用可能である。
　⇒介護給付請求実績がある「みなし指定事業所
一覧」をホームページに掲載しますので、ご覧くださ
い。

20 (1)
　サービス事業所数を少なくするために、運営規程に
記載する「通常の事業の実施地域」を縮小しても構わ
ないか。

　「通常の事業の実施地域」が正当な理由の判断
基準になっている場合は、居宅介護支援事業所の
利用者（要介護）の８０％程度が通常の事業の実施
地域内に居住していることが必要です。届出後、岡
山市が必要と判断した場合は、その旨を確認するこ
とがあります。
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21 (5)
　（参考様式１）について、紹介率最高法人の(5)アに
該当する訪問介護事業所を利用している利用者のう
ち、８０％以下になる人数分だけ作成すればよいか。

　正当な理由(5)ア～エに該当するとして判断する場
合は、該当する訪問介護事業所の利用者全員分の
（参考様式１）を作成してください（提出不要）。

22 (5)
　平成２８年度前期以降、（参考様式1）を作成するタ
イミングはいつか。

　居宅サービス計画の新規作成時及びその変更の
都度、サービス利用開始までに作成してください。
　判定期間ごとに作成する必要はありません。

23 (5)

　（参考様式１）について、紹介率最高法人の(5)ア～
エに該当する訪問介護事業所等を利用している利用
者のうち、サービスの質が高い理由で事業所を選ん
だわけではない場合は、作成しなくてよいか。

　正当な理由(5)に該当する場合は、従来、全件計
画数から除外していましたので、原則全員分の（参
考様式１）を作成してください。どうしても別の理由で
事業所を選んだ利用者がいる場合は、計画件数か
ら除外することはできませんので、個別にご相談く
ださい。

24 (5)

　平成２７年９月以前から該当サービス事業所を利用
しているが、１１月に（参考様式１）を作成した場合、１
１月以降正当な理由として除き、９、１０月は正当な理
由に該当しないのか。

　判定期間が平成２７年度後期については、１１月
に（参考様式１）を作成しても、９月以前からその理
由に該当していた場合は、９月から正当な理由とし
て除くこととしますが、未だ作成していない場合は、
速やかに作成してください。

25 (5)
　(参考様式１）は利用者が記載することとなっている
が、利用者やその家族の状況等の理由で介護支援
専門員が代筆することは可能か。

　（参考様式１）は、利用者がその事業所を希望す
る具体的な理由を記載するものであるため、基本的
には利用者が記入するべきものだが、利用者の心
身の状況から困難な場合は、介護支援専門員が記
入し、その内容を利用者に確認してもらった上で、
利用者に署名又は押印をお願いすることとして差支
えない。

26 (5)

　これまで８０％を超えることはなかったが、平成２８
年度前期期間中の途中で、８０％を超えることが判明
した。（参考様式１）はどのタイミングで作成すればよ
いか。

　期間を通して８０％を超えることが判明した時点
で、速やかに利用者に説明し作成してください。作
成した場合は、当該判定期間の最初に遡って計算
することができます。

27
（６）
⑧

（事例）　通所介護の若年性認知症利用者受入加算
のサービスを利用していたが、６５歳になり、判定期
間の途中から加算を算定しなくなった利用者の場
合、正当な理由から外れるのか。

　加算を算定しなくなった場合は、その月から正当
な理由に該当しなくなる。（６）⑧と同等以上又はや
むを得ない理由があれば、（７）に該当するとして、
（参考様式２）を提出することができる。ただし、「慣
れたところがよいので他の事業所は嫌だ」のみでは
正当な理由に該当しない。

28
（６）
⑨

　（６）⑨に該当する理由を、「入院時と同じ事業所を
利用する事によって、利用者により適切な援助が可
能である」と記載すればよいか。

　不足である。利用者の状況、必要なサービスの内
容、同じ医療機関のサービスを利用する事の具体
的な利点を記載していなければならない。

29
（６）
⑨

　Ａ法人のＢ病院に入院中にリハビリを行っていた
が、退院後に、家の近所のＡ法人のＣ病院の通所リ
ハビリを利用している（介護保険）。この場合、（６）⑨
に該当するか。

　（６）⑨は、同じ医療機関の通所リハビリテーション
等を利用することが適切な援助になる場合をを想
定しており、別医療機関のサービスを利用した場合
は、該当しない。

30 (6)⑨

(事例)　平成２６年に正当な理由(6)⑨で通所リハビリ
テーションを利用開始。平成２７年９月～２月に要介
護認定更新により居宅サービス計画を変更作成。こ
の場合、再度（６）⑨の理由で認めてもらえるか。

　適切なアセスメントの結果、計画変更時も同じ事
業所を利用することが適当な場合は、（６）⑨に該当
するとして、（様式２）にアセスメント及び居宅サービ
ス計画の写しを添付すること。利用開始時に（６）⑨
に該当する状況であったこと、その状況が継続して
いることが分かる内容を記載していること。ただし、
アセスメントの結果、（６）⑨の理由から外れる場合
は、当該理由を用いることはできない。
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31
（６）
⑭

　（6）⑭に該当する場合、提出すべきアセスメント及
び居宅サービス計画にはどのように記載すればよい
のか。

（例）アセスメントに、「利用者の居宅を通常の実施
地域に含んでいる訪問介護事業所は△△事業所、
○○事業所、…である。」といった内容が記載され
ていればよい。居宅サービス計画には、「利用者に
○○事業所、△△事業所、…を内容や特徴を説明
のうえ紹介したところ、○○事業所を選ばれた。」と
いった内容が支援経過記録やサービス担当者会議
録に記載されていればよい。
　ただし、平成２７年度後期に居宅サービス計画の
新規作成や変更がなかった利用者については、上
記の内容を記載した任意様式を提出してください。

32

(6)⑭
((6)⑮
も同
様)

　利用者の居住地を「通常の事業の実施地域」として
いる訪問系サービス事業所数は、どの時点のもので
判断すればよいか。

　該当利用者の居宅サービス計画の作成又は変更
時に、５事業所未満であるかどうかを判断し、アセ
スメント及び居宅サービス計画にその旨を明記する
こと。
　前回の居宅サービス計画の作成又は変更時に５
事業所未満であったが、今回の居宅サービス計画
変更時に５事業所以上である場合は、正当な理由
(7)として、当該事業所を利用し始めた際には、事業
所数が少なかったこと、増えた事業所を紹介した
が、継続して当該事業所の利用を続けることが本
人の心身の状況に適切である具体的な内容を(参
考様式２）に記載すること。

33
(6)
⑭、
⑮

　居宅介護支援事業所の実施地域が複数自治体に
またがり、そのうちの１自治体（Ａ自治体とする）には
地域密着型サービス事業所が１事業所しかなく、Ａ自
治体は、他の自治体の地域密着型サービス事業所と
契約していない状況である。この場合、Ａ自治体の利
用者はＡ自治体の地域密着型サービスしか利用でき
ないが、正当な理由の範囲としてどのように判断した
らよいか。

　指摘のケースについては、Ａ自治体の利用者は、
Ａ自治体の地域密着型サービスの事業所しか利用
できないことから、サービス事業所が少数である場
合として正当な理由とみなして差し支えない。

34 (6)⑮
　居宅から半径５㎞とはどのように調べればよいの
か。

　お手持ちの地図や、介護サービスガイドブックに
より調べることもできますが、「介護サービス情報公
表システム」（http://www.kaigokensaku.jp/33/）で以
下の方法により検索可能です。
　条件検索　→　①「サービスの種類」を選ぶ、②
「住まいから検索」で居宅の住所、事業所までの距
離を選ぶ　→　③「検索する」クリックする

35 (6)⑮

　「通所サービス事業所の送迎に片道３０分以内（居
宅から半径５㎞圏内）」とは、渋滞を想定して片道３０
分以上かかれば半径４㎞圏内で事業所数をカウント
してもよいか。

　不可。片道３０分以内の地域を半径６㎞に広げる
ことは構わないが、半径５㎞より狭い範囲で事業所
数をカウントすることはできない。

36 (7)

　正当な理由の例示のうち、「サービスの質が高いこ
とによる利用者の希望を勘案した場合などにより特
定の事業者に集中していると認められる場合」の例
示について、「地域ケア会議等」とあるが、「等」には
具体的に何を含むのか。

　名称の如何にかかわらず地域包括支援センター
が実施する事例検討会等を想定している。
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37 (7)

　医療の「機能強化型訪問看護療養費」の要件の一
つとして「指定訪問看護事業所と居宅介護支援事業
所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護事
業所の介護サービス計画又は介護予防サービス計
画の作成が必要な利用者のうち、例えば、特に医療
的な管理が必要な利用者１割程度について、当該居
宅介護支援事業所により介護サービス計画又は介
護予防サービス計画を作成していること」とあり、この
趣旨は、ステーション内で医療介護の連携・調整の
推進がされることについての評価である。「機能強化
型訪問看護療養費」を算定している訪問看護ステー
ション等の場合は特定事業所集中減算の正当な理
由として考えてよいか。
　また、「機能強化型訪問看護療養費」を算定してい
ない医療機関に併設された居宅介護支援事業所に
ついて、同事業所を運営する法人内に訪問看護事業
所があり、連携の観点から医療（主治医）・居宅介護
支援・訪問看護を同法人内で利用することが利用者
にとってはメリットとなると考える。こうした偏りは正当
な理由として認められるか。

　特定事業所集中減算の正当な理由の範囲は留
意事項通知に示しているところであり、正当な理由
の範囲として例えば、サービスの質が高いことによ
る利用者の希望を勘案した場合などにより特定の
事業者に集中していると認められる場合等が含ま
れている。具体的には、利用者から質が高いことを
理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提
出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当
該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容
についての意見・助言を受けている場合などが考え
られる。
　機能強化型訪問看護ステーションについては、
「指定訪問看護事業所と居宅介護支援事業所が同
一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護事業所
の介護サービス計画が必要な利用者のうち、当該
居宅介護支援事業所により介護サービス計画を作
成されている者が一定程度以上であること」とされ
ており、その割合は１割程度とされているため、基
本的には正当な理由なく高い集中度合で判定する
特定事業所集中減算の趣旨とは異なるものと考え
ている。
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